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令和２年６月 30 日 

 

現場説明の質問に対する回答書 

 

入札参加者 様 

環境創造局下水道施設部下水道施設整備課長 

           石井 智博 

工 事 名 飯島雨水調整池築造工事 

調達公告日 令和２年６月２日 調達公告番号 第 66 号 契約番号 2021010102 

  

現場説明に対する質問及び回答は次のとおりです。 

 

質問要旨 回  答 

１ 

1) 設計書 

本工事の適用年版は令和 2 年 3 月 1 日と記載さ

れておりますが、これは単価適用年版を指している

のでしょうか。 

１ 

 本工事で適用している積算基準等は以下のとお

りです。 

 

・横浜市土木工事標準積算基準書：令和元年７月 

・横浜市公園緑地・街路樹街庭維持管理標準歩掛

表：令和元年７月 

・下水道用設計標準歩掛表（日本下水道協会）： 

令和元年度 

・港湾請負工事積算基準（国土交通省港湾局）： 

平成31年度 

・水道事業実務必携（全国簡易水道協議会）： 

令和元年度 

・土木工事資材等単価表 

 横浜市道路局：令和２年１月 

 横浜市環境創造局：令和２年１月（令和２年３月

19日 訂正版） 

 なお、土木工事資材等単価表の中で参照してい

る物価資料等は、単価表に記載のとおりです。 

・横浜市公共工事設計労務単価表及び設計業務委

託等技術者単価表：令和２年３月 

・建設機械等損料表（日本建設機械施工協会）： 

令和元年度 

2) 設計書および参考資料 

本工事における適用年版は R0203 と記載されて

おりますが、土木工事資材等単価表は道路局：令和

2 年 1 月(改定)、環境創造局：令和 2 年 3 月 19 日 

訂正版を採用されているのでしょうか。 

1.公共工事設計労務単価は、令和 2 年 3 月版を

適用でよろしいでしょうか。 

2.土木工事資材単価表は、令和 2 年 1 月版を適

用でよろしいでしょうか。 

02 単価全般 

労務単価、横浜市資材単価、市販単価および市場

単価のそれぞれの採用年月日をご教示願います。 

03 機械損料 

機械損料の採用年度をご教示願います。 
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１ 「個別登録単価一覧表」「土木工事資材等単

価表」「環境創造局土木工事資材等単価表」に未掲

載の資材の物価資料における単価適用年月は、令和

元年 12 月でしょうか。それとも令和 2 年 3 月でし

ょうか 

・物価資料※（積算資料・建設物価）：2020年４月 

・物価資料※（建築コスト・建築施工単価）： 

2020年春号 

※の物価資料は、個別登録単価一覧表に係るもの 

1.本工事の積算に使用されている全ての積算基

準の名称・年度版についてご教示下さい。 

2.本工事の積算に使用されている物価資料（積算

資料・建設物価）は、令和 2年 3月版と考えて宜し

いでしょうか。 

3.本工事の積算に使用されている土木ｺｽﾄ情報・

土木施工単価は、令和元年秋号と考えて宜しいでし

ょうか 

4.本工事の積算に使用されている建設機械等損

料表は、令和元年度版と考えて宜しいでしょうか。 

1 （全般）  

積算基準書基準書の適用年版、貴局及び他局の単

価採用年（月）版、物価資料の単価採用年（月）版

をご教示ください。 

2 （全般）  

横浜市環境創造局単価表の巻頭にある｢環境創造

局 土木工事資材等単価表について｣ - ｢2  金額が

掲載されていない単価について｣ - ｢（1） 物資｣に

改定月の記載がありますが、今回の適用年版は 1月

単価になりますか。また、その場合、物価資料の採

用月は、令和元年 12 月号と土木ｺｽﾄ・土木施工単価

が秋号と考えてよろしいでしょうか。 

２． 設計書の適用年度令和２年３月１日に係る

各種積算資料（横浜市土木工事資材等単価表、物価

資料（建設物価、積算資料）、土木工事標準単価・

市場単価等の適用年月日をご教示願います。 

1. 「積算基準」「建設物価・積算資料」「土木工

事資材等単価表」「建設機械等損料表」の適用年月

をご教示願います。 

２ 

33) 経費条件 

現場環境改善費(率分)の補正は「大都市(1),(2)

および市街地」の条件で行っていると考えてよろし

いでしょうか。 

２ 

 経費計算については、横浜市土木工事標準積算

基準書：令和元年７月に基づいて行っています。 

 また、ご質問の区分等は以下のとおりです。 
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34) 経費条件 

一般管理費における前払金支出割合区分は「35%

を超えるもの」と考えてよろしいでしょうか。 

・現場環境改善費(率分)の区分： 

「大都市(1),(2)および市街地」 

・一般管理費における前払金支出割合区分： 

 「35%を超えるもの」 

・一般管理費における契約保証にかかる補正は「金

銭的保証を必要とする場合」： 

 「金銭的保証を必要とする場合」 

35) 経費条件 

一般管理費における契約保証にかかる補正は「金

銭的保証を必要とする場合」と考えてよろしいでし

ょうか。 

3.共通仮設費、現場管理費、一般管理費の経費率

については、土木工事積算基準（横浜市令和元年７

月版）を適用でよろしいでしょうか。 

１．設計書表紙で令和２年度となっていますが、

経費年度は令和元年度・平成 31 年度で考えてよろ

しいでしょうか。 

３ 

6.『公有地内現場事務所設置補正』については、

『補正係数 0.975』を共通仮設費率に乗じていると

考えてよろしいでしょうか。また、補正後の共通仮

設費率は、小数点以下３位を四捨五入し、小数点以

下２位に率を算定されていると考えてよろしいで

しょうか。(例：12.3456% → 12.35%) 

３ 

 「公有地内現場事務所設置補正」については、「補

正係数 0.975」としています。 

補正後の共通仮設費率は、共通仮設費率（補正

前:Kr）×施工地域補正×公有地内現場事務所設置

補正の計算値を、小数点以下第３位を四捨五入し

て２位止めとしています。 

3) 参考資料 

公有地内現場事務所設置補正における補正値を

ご教授ください。 

04 参考資料 公有地内現場事務所設置補正 

公有地内現場事務所設置補正の記載があります

が、その補正方法をご教示願います。 

23.参考資料（表紙）「1.公有地内現場事務所設置

補正の有無 公有地内現場事務現場事務所設置補

正を行っています。」との記載があります。補正値

についてご教示ください。 

2. 経費計算に際して、「公有地内現場事務所設置

補正を行なっています。」とありますが、諸経費率

（計算値）×施工地域補正×公有地内現場事務所設

置補正率を少数第 3 位四捨五入した数値と考えて

よろしいでしょうか。また、公有地内現場事務所設

置補正率は 0.975 でよろしいでしょうか。ご教示願

います。 
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４ 

24.参考資料（表紙）「1.公有地内現場事務所設置

補正の有無 公有地内現場事務現場事務所設置補

正を行っています。」との記載があります。用地(ｸﾞ

ﾗｳﾝﾄﾞ)内に現場事務所を設置しても良いと考えま

すが、設置位置の指定等の有無についてご教示くだ

さい。 

４ 

 設置位置の指定はありませんので、監督員と協

議し決定してください。 

５ 

4) 現場説明書 

受注者希望型週休 2 日制確保モデル工事(諸経費

補正対象工事)の対象となっておりますが、当初積

算時において考慮されるのでしょうか。 

５ 

 当初設計においては、週休２日制確保モデル工

事の実施に伴う増額補正は考慮していません。 

17. 本工事の積算においては、週休２日制確保モ

デル工事の実施に伴う増額補正は行っていないも

のと考えてよろしいでしょうか 

６ 

15.（内訳書第001 号 土砂掘削について）ソイル

壁のモルタル掘削が発生しますが、設計変更 の対

象と考えてよろしいでしょうか。 

６ 

 ソイルモルタルの撤去については、土砂掘削に

て計上しています。掘削分については、躯体内埋戻

しに活用を想定しています。 

なお、工事請負契約約款第19条及び第20条に該

当する事項が生じ、変更の必要があると認められ

るときは、設計変更の対象となります。  

1.図面番号 C-24「防水材等施工範囲平面図」及

び図面番号 C-25「防水材等施工範囲断面図」に、

『注）地下壁防水材(先防水用シート)は、化学接着

性防水シートとし、土留め壁部に取り付けを行う。』

と記載があります。 

図面番号 C-26～C-29 「仮設図(1)～仮設図(4)」

より、柱列式地中連続壁工にて打設した土留芯材 

H-800×300×14×26に直接防水シートを張り付け

るものと考えますが、本工事内訳書、内訳書には土

留面から躯体側のソイルモルタルの撤去、処分が含

まれておりません。契約後の変更協議の対象と考え

てよろしいでしょうか。 

20.図番 C-26 仮設図  

土留内掘削時、芯材に付着した混練材も同時に掘

削することになりますが、通常の残土処分で処理す

るものと考えてよろしいでしょうか。 
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７ 

10. 仕様書8ページ「第2章施工条件」「６建設発

生土、廃棄物関係」掘削残土の処分について幸浦

中継所へ搬出することになっておりますが、残土

の土砂検定の結果、受入基準を超過する可能性が

あります。そのような残土の内、自然由来による

汚染と確認できる場合は幸浦中継所へ搬出するこ

とは可能でしょうか。ご教示願います。 

７ 

 自然由来による汚染と確認できる場合は、「建設

発生土受入手続」に基づく協議を実施のうえ、幸浦

中継所へ搬出が可能と考えています。 

８ 

11. 仕様書8ページ「第2章施工条件」「６建設発

生土、廃棄物関係」掘削残土の処分について幸浦

中継所へ搬出することになっておりますが、現地

の地山が想定以上に軟弱でかつ地下水位が高く、

幸浦中継所での受け入れが不可とされた場合、そ

の処分は建設汚泥として処理することをお考えで

しょうか？また、その場合は処理費の変更は別途

協議対象と考えてよろしいでしょうか。ご教示願

います。 

８ 

 当初設計においては、通常の建設発生土として

処分が可能と考えていますが、工事請負契約約款

第19条及び第20条に該当する事項が生じ、変更の

必要があると認められるときは、設計変更の対象

となります。 

34.（仕様書 002 号内訳について）工事は地下水

位が高く、高含水比の土砂であることが想定され 

ます。発生土処分先との協議により搬出先が変更

となる場合は、設計変更協議の対象として考えて 

よろしいでしょうか。 

９ 

6.設計書P-9 第0002号 残土処理 に計上さ

れている 00459 整地は、場内仮置きでの処理と

考えて宜しいでしょうか。 

９ 

 そのとおりです。 

10 

7.設計書P-9 第0002号 残土処理 に計上さ

れている 00460 吸出し防止材設置 5,506m2 の

数量算出根拠についてご教示ください。 

10 

 仮置き可能な面積を考慮し、総仮置き土量を2.5

で除して算出しています。 

11 

28.「第 0002 号内訳書」の土砂等運搬における地

山の比重、およびダンプ 1台当りの積載数量は地山

換算で何 m3 と想定されていますか。また、現地の

土質調査等の結果により想定していた積載数量が

異なっていた場合は、別途協議対象と考えてよろし

いでしょうか。ご教示願います。 

 

11 

本工事の当初設計においては、土木工事標準積

算基準書の条件区分を基に積算しており、積載数

量及び１日当り運搬回数等について、特別な検討

はしていません。 

積算上の条件区分に変更が生じるなど、工事請

負契約約款第 19 条及び第 20 条に該当する事項が

生じ、変更の必要があると認められるときは、設
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29. 「第 0002 号内訳書」の土砂等運搬における

幸浦中継所への 1 日 1 台当りの運搬回数は何回と

想定されているでしょうか。また、現地の交通状況

や近隣住民等による要望により、搬出時間や運搬ル

ートの制限が生じ、運搬回数に変更があった場合

は、別途協議対象と考えてよろしいでしょうか。ご

教示願います。 

計変更の対象となります。 

12 

2.内訳書 第 0003 号 「発生土埋戻し」に計上さ

れている『埋戻し [入力条件]･･･上記以外(小規模)

土砂,全ての費用』数量 228ｍ3 は、図面番号 C-4、

C-9 に記載されている躯体内への『発生土埋戻し』

数量と考えてよろしいでしょうか。 

12 

 そのとおりです。 

13 

9.設計書 第0003号「発生土埋戻し」内の『埋戻

し』において、立坑内にブルドーザーを投入するた

めのクレーンが含まれておりません。契約後の変更

協議の対象と考えてよろしいでしょうか。 

また、埋戻しにおいて、躯体内にバックホーを投入

するためのクレーンが含まれておりません。契約後

の変更協議の対象と考えてよろしいでしょうか。同

じく、埋戻しにおいて、躯体内に土砂を投入するた

めのクラムシェルが含まれておりません。契約後の

変更協議の対象と考えてよろしいでしょうか。 

13 

 本工事の当初設計においては、土木工事標準積

算基準書の条件区分を基に積算しています。 

 なお、工事請負契約約款第19条及び第20条に該

当する事項が生じ、変更の必要があると認められ

るときは、設計変更の対象となります。 

14 

8.設計書P-10 第 0003号 発生土埋戻し 埋戻

しに使用する土量は仮置き土量の内 4,229m3 であ

り、仮置き土量が残ることとなりますが、処分等は

考慮しないと考えて宜しいでしょうか。 

14 

 本工事で残る仮置き土量については、後工事で

の埋戻しや他工事へ流用する予定です。 

15 

05 第 0004 号内訳書 先行削孔 

先行削孔 101 本と計上されていますが、場所が不

明なため、仮設図面で 101 本の場所をご提示願いま

す。 

 

 

 

 

 

15 

 別添図－１をご参照ください。 
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16 

29 第 0004 号内訳書 先行削孔 

（参考資料 共通単価表 共 SJ1007 号） 

ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄ 250 ﾒｯｼｭの単価は、環境創造局設計単

価と思われます。250 ﾒｯｼｭに限っても市販単価には

多種類の銘柄が記載されていますが、採用されてい

る銘柄と、その採用根拠をご教示願います。 

16 

 Z403021001「ベントナイト 250メッシュ」につい

ては、 

①建設物価に価格が掲載されている規格：250メッ

シュのうちの 安値（銘柄：豊洋） 

②積算資料に価格が掲載されている規格：250メッ

シュのうちの 安値（銘柄：津軽２号） 

の①と②の平均値を設計単価としています。 6. 参考資料4、7、8ページ「SJ1007先行削孔」

「SJ1033ソイル壁工(先行削孔有)」「SJ1034ソイル

壁工(先行削孔無)」先行削孔、ソイル壁工に計上

されている「Z403021001ベントナイト250メッシ

ュ」の単価は、環境創造局 土木工事資材等単価表

の下-51ページに「物資」とありますが、物価資料

に複数の単価（品名）が存在するために単価参照

元が不明です。 

単価決定にあたり、下記の①、②のどちら方法で

単価を決定されているかご教示願います。 

①建設物価と積算資料に掲載のある設計上の性

能を満たす【品名・規格が同名】の 低額の平均値 

②建設物価と積算資料に掲載のある設計上の性

能を満たす【 低額】の平均値 

17 

06 第 0005 号内訳書 H 型鋼 H800×300 

H 型鋼 H800×300 の規格（SS400 等）をご提示

願います。 

17 

 H型鋼（H800×300）は、SS400を想定しています。 

18 

5) 第 0005 号内訳書内 共 SJ1037 号 

ガス切断において、「国土交通省港湾局 港湾土

木請負工事積算基準」の歩掛を採用されているので

しょうか。異なる場合、歩掛の出典をご教授くださ

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 

 第 0005 号 ソイル壁 内の SJ1037 に含まれる

DH117050「ガス切断」については、港湾請負工事積

算基準（国土交通省港湾局）の歩掛を採用していま

す。 
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19 

14. 共 SJ1037 号 鋼材切断単価表 ガス切断の

[入力条件]の’無し’の条件項目をご教示くださ

い。 

19 

［入力条件］の｢無し｣は、ﾗﾌﾃﾚ-ﾝｸﾚ-ﾝの無しを表し

ています。 

17 「SJ1037 号単価表 00455,00456 ｶﾞｽ切断」

で、入力条件「無し」とは、ラフテレーンクレーン

の計上が「無し」と考えて宜しいでしょうか。 

25.参考資料 P-11 共 SJ1037 号 鋼材切断 単

価表 に計上されている 00455、00456 DH117050 

ｶﾞｽ切断で入力条件の「無し」は、「ｸﾚｰﾝ無し」と考

えて宜しいでしょうか。 

5 単価表 SJ1037 号 鋼材切断 H800 

ガス切断工の［入力条件］に｢無し｣とあります

が、ラフテレーンクレーンが無し と考えてよろ

しいでしょうか。 

20 

33.第 0005 号ソイル壁にマイナス計上されてい

る「Z404071001 スクラップヘビ- H1 」に「管理費

区分 9」が設定されていますが、共通仮設費・現場

管理費・一般管理費の経費対象額としてプラス計上

されていると考えてよろしいでしょうか。ご教示願

います。 

20 

 管理費区分「９」については、全間接費の対象外

となります。 

 横浜市土木工事標準積算基準書のとおり積算し

てください。 

34. 第 0027 号既設構造物撤去にマイナス計上さ

れている「Z 404071003 スクラップヘビ- H3 」に

「管理費区分 9」が設定されていますが、共通仮設

費・現場管理費・一般管理費の経費対象額としてプ

ラス計上されていると考えてよろしいでしょうか。

ご教示願います。 

21 

40) 設計書 P13 第 0006 号泥土処理内訳書 

土質条件等が示されていないため、建設汚泥処理

数量が算定できません。増減があった場合、設計変

更対象でしょうか。 

21 

 想定していた土質条件に差異があったなど、工

事請負契約約款第19条及び第20条に該当する事項

が生じ、変更の必要があると認められるときは、設

計変更の対象となります。 

22 

16.（内訳第 006 号 泥土処理について）発生泥

土は一時仮置きし、ダンプで運べる状態になった

ものを運搬・処理するとされていると思いますが、

近隣等の条件からこれにより難くなった場 合は、設

計変更の対象と考えてよろしいでしょうか。 

22 

 工事請負契約約款第19条及び第20条に該当する

事項が生じ、変更の必要があると認められるとき

は、設計変更の対象となります。 
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23 

２ 「第 0007 号内訳書 00013 切梁・腹起し設

置・撤去」の入力条件「無」は、「火打ちﾌﾞﾛｯｸ無し」

と考えて宜しいでしょうか。 

23 

 そのとおりです。 

24 

9.（図面 C26-C29 について）仮設図から算出す

る、鋼材支保工部材と 8 号内訳書の SJ1131 号～ 

SJ1136 号に記載の数量に差異があります。特に 

SJ1135 号、SJ1136 号に記載の数量が大きく異なっ

ておりますが、積算は参考資料に記載のとおりと

し、受注後に図面の数量に設計変更するという考え

でよろしいでしょうか。 

24 

当初設計における積算上の数量は設計書（参考

資料の共通単価表含む）の数量のとおりとします

ので、設計書のとおり積算してください。 

なお、契約後、これによらない場合は、工事請負

契約約款に基づき、設計変更の対象とします。 

16.参考資料P15 共SJ1135号（5段目）の内、

SJ1137 切梁腹起し等修理費及び損耗費 主部材1

ｔ当り(H500以外)の数量160.3ｔ及びSJ1138 切梁

腹起し等修理費及び損耗費 主部材1ｔ当り(H500)

の数量92.1ｔとありますが、図番C-26、Ｃ-27では

5段目の切梁・腹起し材は火打ち材以外全てＨ500

となっており数量に不整合がないでしょうか。山

留材H400賃料；3,441.1ｔ日、山留材賃料H500；

65,743.5ｔ日、副部材（Ａ）賃料；9,665.2ｔ日、

副部材（Ａ）Ｈ-500用賃料；5,555.4ｔ日の数量に

も不整合がないでしょうか。ご教示願います。 

17. 参考資料P15 共SJ1136号（6段目）の内、

SJ1137 切梁腹起し等修理費及び損耗費 主部材1

ｔ当り(H500以外)の数量160.3ｔ及びSJ1138 切梁

腹起し等修理費及び損耗費 主部材1ｔ当り(H500)

の数量92.1ｔとありますが、図番C-26、Ｃ-27では

6段目の切梁・腹起し材は火打ち材以外全てＨ500

となっており数量に不整合がないでしょうか。山

留材H400賃料；1,281.2ｔ日、山留材賃料H500；

23,274.1ｔ日、副部材（Ａ）賃料；3,421.6ｔ日、

副部材（Ａ）Ｈ-500用賃料；1,966.6ｔ日の数量に

も不整合がないでしょうか。ご教示願います。 
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25 

6) 第 0009 号内訳書および第 0011 号内訳書 

WJ 併用バイブロハンマ施工による H 形鋼打込み

において、H形鋼の賃料は第 0010 号内訳書、第 0012

号内訳書にて計上されていると考えてよろしいで

しょうか。 

25 

 そのとおりです。 

26 

３ 「第 0009,0011 号内訳書 00072,00255WJ 併

用ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ施工による H 形鋼打込み」の入力条件

「1 箇所」は、「継杭 1 箇所」と考えて宜しいでし

ょうか。 

26 

 そのとおりです。 

27 

26.（参考資料 0009 内訳,0011 号内訳 H 鋼杭に

ついて）H鋼杭打込みにおいて、WJ 併用バイ ブロ

ハンマが示されていますが、土質条件や周辺への

振動により、同工法で施工が困難な場合、 設計変

更の協議対象と考えてよろしいでしょうか。 

27 

 工事請負契約約款第19条及び第20条に該当する

事項が生じ、変更の必要があると認められるとき

は、設計変更の対象となります。 

10.設計書 P-15、P-17 第 0009 号、第 0011 号 H

鋼杭 WJ併用ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ施工によるH形鋼打込で所

定の位置に打込み出来なかった場合、別工法への変

更は可能でしょうか。 

28 

9.設計書 P-15、P-17 第 0009 号、第 0011 号 H

鋼杭 WJ 併用ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ施工による H 形鋼打込で

は、水使用量をどの程度お考えで、用水費はどこに

計上されているかご教示下さい。 

28 

 水使用量については、当初設計では想定が困難

なため計上していません。 

 現場条件等を考慮し、工事請負契約約款に基づ

き、協議のうえ変更の対象とします。 

29 

４ 「第 0009,0011 号内訳書 00581,00584 ｶﾞｽ

切断」には、酸素・ｱｾﾁﾚﾝが計上されていると考え

て宜しいでしょうか。 

29 

 そのとおりです。 

10.（参考資料 0011 号内訳ほかについて）ｶﾞｽ

切断 H 鋼杭(H300～H400) コード WB224540 に 

は、酸素、アセチレン等が含まれると考えてよろ

しいでしょうか。 
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30 

3. 設計書16ページ「第0010号内訳書 H鋼賃料

等」適用年版が「令和2年3月1日基準」とあります

が、「Z100020898 不足分弁償金･H型鋼 H-300 中古

品」の単価は何月号の物価版に記載されています

か。ご教示願います。 

30 

１の回答のとおりです。 

31 

4. 第 0011号 H鋼杭 内訳書のコンクリートの

18-8-25（高炉）は水セメント比６０％以下として

計上されていると考えてよろしいでしょうか。 

31 

 第0011号 H鋼杭 に計上しているCB240010「コン

クリート」の18-8-25（高炉）は、土木工事資材等

単価表（横浜市道路局）Z002012001 生コンクリー

ト（高炉Ｂ）18-8 水ｾﾒﾝﾄ比60%以下 になります。 ５ 「第 0011 号内訳書 00655 コンクリート」

のコンクリート 18-8-25(高炉)は、水セメント比の

指定は「無し」と考えて宜しいでしょうか。水セメ

ント比指定の場合は、指定値をご教示下さい。 

３. 内訳書第 0011 号 H 鋼杭のコンクリートにお

いて、生コンクリート 18-8-25(高炉 B)は、物価資

料の 18-8-25(高炉 B)W/C≦60%に該当しますか、Ｗ

/Ｃの縛りはないでしょうか。ご教示ください。 

32 

４. 内訳書第 0011 号 H 鋼杭の基礎砕石におい

て、使用する再生クラッシャラン RC-40 は再生路盤

材でしょうか、埋戻し材でしょうか。ご教示願いま

す。 

32 

土 木 工 事 資 材 等 単 価 表 （ 横 浜 市 道 路 局

Z100022473 再生クラッシャラン 40～0mm（RC－40）

埋戻し材、基礎材等 になります。 

33 

7) 第 0012 号内訳書内 共 SJ1240 号および共

SJ1241 号 

摘要欄に「単価補正：*0.700」と記載されており

ますが、材料単価に 0.700 を掛けて計上するという

ことでしょうか。 

33 

 摘要欄に「単価補正：*0.700」,「単価補正：

*0.500」, 「単価補正：*0.300」と記載されたもの

については、対応する材料単価に記載された補正

率を乗じた金額が計上されています。 

 補正後の単価の端数処理については、積算シス

テム上、有効数字の設定なし、小数点以下切り捨て

（整数止め）としています。 

8) 第 0012 号内訳書内 共 SJ1240 号および共

SJ1241 号 

上記質問 7)において材料単価に 0.700 を掛けて

計上する場合、補正した単価の有効数字および端数

のまるめ方法をご教授ください。 

9) 第 0012 号内訳書内 共 SJ1242 号 

摘要欄に「単価補正：*0.500」と記載されており

ますが、材料単価に 0.500 を掛けて計上するという

ことでしょうか。 
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10) 第 0012 号内訳書内 共 SJ1242 号 

上記質問 9)において材料単価に 0.500 を掛けて

計上する場合、補正した単価の有効数字および端数

のまるめ方法をご教授ください。 

11) 第 0012 号内訳書内 共 SJ1243 号 

摘要欄に「単価補正：*0.300」と記載されており

ますが、材料単価に 0.300 を掛けて計上するという

ことでしょうか。 

12) 第 0012 号内訳書内 共 SJ1243 号 

上記質問11)において材料単価に0.300を掛けて

計上する場合、補正した単価の有効数字および端数

のまるめ方法をご教授ください。 

15 参考資料（共通単価表） ﾌﾞﾚｰｽ等損料 

共SJ1240号～SJ1243号 摘要欄に単価補正の記

載がありますが、補正後の単価の有効桁の丸めは考

慮されていますか。考慮されている場合はその方法

をご教示願います。 

26.参考資料 P-20～P-21  共 SJ1240 号～

SJ1243 号 ﾌﾞﾚｰｽ等損料 単価表において、摘要欄

に「単価補正：＊0.700、＊0.500、＊0.300」との

記載が有ります。各単価に記載の数値を乗算して、

有効 3 桁切捨ての単価が計上されていると考えて

宜しいでしょうか。 

4. 設計書19ページ「第0012号内訳書 H鋼賃料

等」「SJ1240 ﾌﾞﾚｰｽ等損料（ 上段）」、「SJ1241 ﾌﾞ

ﾚｰｽ等損料」、「SJ1242 ﾌﾞﾚｰｽ等損料 2年未満」、

「SJ1243ﾌﾞﾚｰｽ等損料 1年未満」は、下位単価の適

用欄に「単価補正：*0.700」など補正がされてい

ますが、各補正率を乗じた後は何桁まで計上され

ていますか。補正後の各単価の桁処理をご教示願

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

33 つづき 
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34 

35.（仕様書 0013 号内訳について）高欄設置撤

去工は、桟橋部のみ設計で計上されていますが、 

安全上開削範囲全周囲に設置が必要と考えます。

安全上必要と認められる場合、設計変更協議 の対

象として考えてよろしいでしょうか。 

34 

 開削範囲全周分については、共通仮設費率分に

含むものと考え、直接工事費には計上していませ

ん。 

7 高欄設置 

内訳書第 0013 号覆工板において仮設桟橋の高欄

は計上されていますが、掘削範囲（柱列式地中連続

壁の頭部）については、計上されているのでしょう

か。 

35 

11.（参考資料 0014 号内訳について）覆工板

は修理・損耗費もしくは整備費のどちらを計上さ

れているのでしょうか。ご教示願います。 

35 

 個別登録単価一覧表 Y000450001-00566 修理

費及び損耗費 のとおりです。 

36 

36 設計書 P21 第 0015 号 ポンプ排水 

水替工のポンプ運転の仕様および運転日数は，協

議による実数清算と考えてよろしいでしょうか。 

36 

 ポンプ運転日数は、概ね一次掘削の完了時から

築造完了までを見込んで計上しています。 

 ポンプ仕様は、横浜市土木工事標準積算基準書

の仕様として、工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型（潜水

ポンプ）]口径150mm,揚程10ｍを１台（/日）として

います。 

 なお、工事請負契約約款第19条及び第20条に該

当する事項が生じ、変更の必要があると認められ

るときは、設計変更の対象となります。 

36.（仕様書 0017 号内訳について）床付以深か

らの湧水等発生した場合、排水処理等に係る費用 

は設計変更協議の対象として考えてよろしいでし

ょうか。 

11.設計書P-21 第0015号 ﾎﾟﾝﾌﾟ排水 に計上

されている ﾎﾟﾝﾌﾟ運転 におけるﾎﾟﾝﾌﾟの仕様・規

格・台数についてご教示ください。又、数量が 393

日とありますが、掘削開始から築造完了までの期間

でしょうか。併せてご教示下さい。 
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37 

4. 内訳書 第0016号 「仮設階段」に計上の『仮

設階段設置工』には、積算基準の通り諸雑費（材料

費の3%）が計上されていると考えてよろしいでしょ

うか。計上されている場合、材料費は『仮設階段賃

料等』と考えてよろしいでしょうか。 

37 

 第0016号 仮設階段 内のDGD30390「仮設階段設

置工」の諸雑費（材料費の3%）は、本工事の当初設

計では、DGD30390「仮設階段設置工」及びTJ1401「仮

設階段賃料等」のいずれにおいても計上していま

せん。 

なお、工事請負契約約款に基づき、協議のうえ設

計変更の対象とします。  

 

13) 第 0016 号内訳書 

仮設階段設置工において、諸雑費は計上されてい

ないと考えてよろしいでしょうか。 

14) 第 0016 号内訳書 

上記質問 13)において諸雑費を計上されるとき、

第 0016 号内訳書内「仮設階段賃料等 1 式」を諸

雑費の対象項目と考えてよろしいでしょうか。 

5. 第 0016 号 仮設階段 内訳書の仮設階段設

置工 25m には材料費の 3%を含んで計上されてい

るのでしょうか。また、3%の対象額は仮設階段賃料

等(TJ1401)でよろしいでしょうか。 

 07 第 0016 号内訳書 仮設階段設置工 

 仮設階段設置工において、諸雑費は計上されてい

ますでしょうか。ご教示願います。 

６ 「第 0016 号内訳書 00430 仮設階段設置工」

には、諸雑費は計上されていると考えて、宜しいで

しょうか。諸雑費を計上されている場合は、対象と

なる金額は、「TJ1401 仮設階段賃料等」と考えて宜

しいでしょうか。異なる場合は、対象金額をご教示

下さい。 

12.（参考資料 0016 号内訳について）仮設

階段設置工の諸雑費計上の有無をご教示願いま

す。 計上無しの場合、仮設階段賃料等の金額に含

まれていると考えてよろしいでしょうか。 

５．内訳書第 0016 号仮設階段の仮設階段設置工

において、諸雑費（材料費計の３％）は計上するも

のと考えてよろしいでしょうか。 
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38 

11. 図面番号 C-9「 A-A断面図」ほかに示される

躯体底面と、図面番号 C-27「仮設図（2）」ほかに

示さる床付け面の標高差は100㎜ですが、図面番号 

S-1「構造細目共通図 複合工事(1) 」の1.4.1表で

は砕石の層厚が100㎜、均しコンクリートの層厚が

200㎜であり、図面内での不一致が発生しています。

また、100㎜あるいは300㎜といった層厚は、設計書 

第0017号「均しコンクリート」の『コンクリート』

及び『基礎砕石』の数量とも矛盾しています。この

ような図面内不一致に起因する数量変更について

は、精算の対象と考えてよろしいでしょうか。 

38 

 「構造細目共通図」の記載事項については、その

他の設計図面で特別に表記がない場合に適用する

ものと考えています。 

 本工事での地下躯体底版は、土丹層に直接支持

されることから、基礎砕石を省略し、均しコンクリ

ートを打設することとしています。なお、図面上の

均しコンクリート100mmのうち30mmは第0023号 防

水 の「防水層保護工」のモルタル打設として計上

しています。また、第0017号 均しコンクリート の

「基礎砕石」は、躯体内埋戻し部へのスラブ打設前

に施工するものとして計上しています。 

 なお、工事請負契約約款第19条及び第20条に該

当する事項が生じ、変更の必要があると認められ

るときは、設計変更の対象となります。 

17 第 0017 号内訳書 均しコンクリート 

均しコンクリートが 103m3 とのことですが、図

C-9、10 では均しコンクリートの厚さは 10cm と読

み取れ、数量が合致しません。103m3 の根拠をご教

示願います。 

17.（内訳第 0017 号 均しコンクリートについ

て）設計図から算出した数量と内訳書の数量に大 

きな差があるように思われますが、実際の施工数

量にて協議対象と考えてよいでしょうか。  

39 

７ 「第 0017 号内訳書 00658 基礎砕石」の再生

ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 は、「土木工事資材等単価表」の単価

コード「Z100022473」の「埋戻し材、基礎材等」用

の再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝでしょうか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39 

 そのとおりです。 
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40 

18 第 0018 号内訳書 コンクリート 

本設計では山留壁と図面上の躯体外壁との空隙

200mm においてもコンクリートが充填されること

になりますが、11,410m3 の中にはそのコンクリー

トが含まれていますでしょうか。ご教示願います。 

40 

 山留壁面と構造躯体外面の間（t=200mm）は、躯

体コンクリートを増し打ちする考えとしていま

す。 

 数量については、山留壁の変位、施工精度等も考

慮した数量として、第0018号内訳書で計上してい

る「コンクリート（枝番00019）」の11,410m3に含め

ていますので、設計書のとおり積算していくださ

い。 

24.（図面 C-24,25 について）防水材設置につい

て「注）地下壁防水材（先防水用シート）は、化学 

接着性防水シートとし、土留め壁部に取り付けを行

う。」と記載されていますが、土留壁と躯体外面の

間（t=200）は、躯体コンクリートを増し打ちする

という考えでよろしいでしょうか。また、コンクリ

ートの数量には、増し打ち分も含まれているのでし

ょうか。 

33.設計図面 C-4～C-19及びC-27～C-28におい

て、ｿｲﾙ壁と構造物との離隔が 20cm となります。隙

間に充填するｺﾝｸﾘｰﾄは、何処に計上されているのか

ご教示下さい。 

20.地中連続壁と躯体外壁との間に20cmの隙間が

ありますが、その隙間は躯体壁コンクリート打設

時に同時打設するのでしょうか。また、その場合

は隙間のコンクリートの数量は設計数量に含まれ

ているのでしょうか。ご教示願います。 

41 

８ 「第 0018 号内訳書 00019 コンクリート」

のコンクリート 24-12-25(20)(高炉)は、水セメン

ト比 55%以下でしょうか。 

41 

 第0018号 コンクリート で計上している 

「コンクリート（枝番00019）」のコンクリート24-

12-25(20)(高炉)は、土木工事資材等単価表（横浜

市道路局）Z002012005 生コンクリート（高炉Ｂ）

24-12 水ｾﾒﾝﾄ比55%以下、 

「コンクリート（枝番00020）」のコンクリート18-

12-25(高炉)は、土木工事資材等単価表（横浜市道

路局）Z100009253 生コンクリート（高炉Ｂ）18-

12 水ｾﾒﾝﾄ比60%以下、 

になります。 

９ 「第 0018 号内訳書 00020 コンクリート」

のコンクリート 18-12-25(高炉)は、水セメント比

55%以下でしょうか。 

13.（参考資料 0018 号内訳について）コンク

リート 24-12-25(20)高炉 は W/C≦55％であると

考えてよろしいでしょうか。 
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42 

37.（仕様書 0018 号内訳について）無筋コンク

リートは 大高さ 2.0ｍであり、軽量の鋼材等で

作業 足場を組む必要があると考えますが、工事

費に含まれているのでしょうか。工事に含まれな

い場合 設計変更協議の対象として考えてよろし

いでしょうか。 

42 

 コンクリート打設用の足場は計上していませ

ん。工事請負契約約款第19条及び第20条に該当す

る事項が生じ、変更の必要があると認められると

きは、設計変更の対象となります。 

25.底板上に 1m 以上の無筋コンクリートがあり

打設足場がないとコンクリート打設ができないと

考えます、打設足場は計上されているでしょうか。

計上されていない場合は別途協議対象と考えてよ

ろしいでしょうか。ご教示願います。 

43 

38.（仕様書 0018 号内訳について）止水板は側壁

全周の水平打継 4 回分と想定します。打設リフト

は 4 回と考えて宜しいでしょうか。ご教示願いま

す。 

43 

 当初設計では、底版レベル（TP-14.4）から１階

床レベルまでの打設リフトを４回と想定していま

す。 

44 

39.（仕様書 0018 号内訳について）止水板は設

計照査による施工ステップの検討で打継回数が 

増えた場合、設計変更協議の対象として考えてよ

ろしいでしょうか。 

44 

 工事請負契約約款第19条及び第20条に該当する

事項が生じ、変更の必要があると認められるとき

は、設計変更の対象となります。 

45 

19 第 0020 号内訳書 鉄筋 

鉄筋数量には図 S-90 のひび割れ制御鉄筋配置平

断面図で提示された鉄筋が含まれていますでしょ

うか。ご教示願います。 

45 

 図番S-90の「ひび割れ制御鉄筋」についても、第

0020号内訳書の鉄筋数量に含めていますので、設

計書のとおり積算してください。 

23.「図番 S-90」のひび割れ制御鉄筋は、設計書

の鉄筋数量に含まれているのでしょうか。含まれて

いない場合は、増分は別途協議対象と考えてよろし

いでしょうか。ご教示願います。 

46 

20 第 0020 号内訳書 鉄筋 

シリンダーコンクリートには溶接金網等のひび

割れ抑制は不要と考えてよろしいでしょうか。ご教

示願います。 

 

 

 

46 

 当初設計においては不要と考えています。 
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47 

40.（仕様書 0020 号内訳について）鉄筋につい

て、設計図面に長さ寸法の記載がありません。設 計

照査による施工ステップの検討で打継回数が増え

た場合、鉄筋継手の増分は設計変更協議の 対象と

して考えてよろしいでしょうか。 

47 

 工事請負契約約款第19条及び第20条に該当する

事項が生じ、変更の必要があると認められるとき

は、設計変更の対象となります。 

41.（仕様書 0020 号内訳について）鉄筋は設計図

面にガス圧接の記載がありませんが、設計照査によ

る施工ステップの検討で打継回数が増えた場合、ガ

ス圧接継手の増分は設計変更の対象として考えて

よろしいでしょうか。 

48 

5. 設計書20ページ「第0020号 鉄筋」鉄筋工に

おいて土木施工単価によると、架台が必要な場合

は別途計上することとあります。架台が必要とな

った場合は、別途協議対象と考えてよろしいでし

ょうか。ご教示願います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48 

 工事請負契約約款第19条及び第20条に該当する

事項が生じ、変更の必要があると認められるとき

は、設計変更の対象となります。 
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49 

13.設計書 第0021号「足場」において、『足場工』

は274掛m2しか計上されておりませんが、設計書 

第0023号「防水」の『防水工（化学接着性シート）』

のための足場、柱・中壁・側壁の鉄筋・型枠・コン

クリートのための足場が含まれていないものと考

えます（通常、支保とは別に足場が計上されるもの

と思われます）。これらを対象とする足場工は、契

約後の変更協議の対象と考えてよろしいでしょう

か。 

49 

第0021号 足場 については、地下１階部分の外

壁の山留壁面に接しない範囲について、上部1.6ｍ

を控除した数量を計上しています。支保が組まれ

る範囲については、積算上足場を兼用できるもの

と考えていますので、計上しておりません。 

 また、防水工に係る足場は計上していませんが、

工事請負契約約款第19条及び第20条に該当する事

項が生じ、変更の必要があると認められるときは、

設計変更の対象となります。 

 

第0022号 支保 については、横浜市土木工事標

準積算基準書に基づいて積算しています。 

なお、工事請負契約約款第19条及び第20条に該

当する事項が生じ、変更の必要があると認められ

るときは、設計変更の対象となります。 

30.「第0023号内訳書」の防水工について、躯体

施工のために設置する支保工からは防水シートを

張る連壁壁面に届かないので、別途足場を設置する

必要があります。足場を設置撤去する費用について

は見込んでいますでしょうか。見込んでいない場合

は別途協議対象と考えてよろしいでしょうか。ご教

示願います。 

30 第 0021 号内訳書 足場工 

足場工が 274 掛ｍ2とのことですが、図番 C-13、

17 では高さが 4.8ｍと 5.5ｍと読み取れ、数量が合

致しません。247 掛ｍ2の根拠をご教示願います。 

42.（仕様書0021号内訳について）足場工 274 掛

㎡は、どの部位の施工足場であるのかご教示 願い

ます 

27.「第 0021 内訳書」および「第 0022 内訳書」

より、本構造物で使用する型枠支保工は、スラブ

構築時だけでなく壁構築時の足場としても使用す

るような設計となっており、一般にスラブを構築

する期間以上に長期間設置する工程となっており

ます。壁構築時に使用する期間分の型枠支保工材

料費を見込んでおりますでしょうか。見込んでい

ない場合、その期間分の費用は、別途協議対象と

考えてよろしいでしょうか。ご教示願います。 

50 

43.（仕様書 0022 号内訳について）階段部のパ

イプサポート支保は、階段コンクリートのみ後施

工 であると考えますが、階段部は別途計上されて

いるのでしょうか。ご教示願います。 

 

50 

 階段部の別途計上はしていません。 
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51 

44.（仕様書 0022 号内訳について）パイプサポ

ート支保は、山留支保工解体時の作業足場に使用 

する必要がありますが、そのステージ組替手間は

設計に含まれているのでしょうか。また含まれて

いない場合、設計変更協議の対象として考えてよ

ろしいでしょうか。ご教示願います。 

51 

 組替手間については、計上していません。 

なお、工事請負契約約款第19条及び第20条に該当

する事項が生じ、変更の必要があると認められる

ときは、設計変更の対象となります。 

52 

5.内訳書 第0023号 「防水」内の『防水工(化学

接着性シート)』及び、『防水工(中間杭部)』は、単

価表22頁に『諸雑費(その他機械)(率)』と『諸雑費

(まるめ)』の記載があります。『諸雑費(その他機

械)(率)』では所定の率計算を「円以下切捨て」で

計算し、『諸雑費(まるめ)』にて単価表の合計金額

が、有効数字４桁になるように端数を加算計上して

いると考えてよろしいでしょうか。 

52 

 「諸雑費(その他機械)(率)」は所定の率計算を

「円以下切捨て」で計算し、「諸雑費(まるめ)」に

て単価表の合計金額が、有効数字４桁になるよう

に端数を加算計上しています。 

18 「SJ2061,2062 号単価表」で、「諸雑費（その

他機械）（率） 5.00%」に加え、「諸雑費（まるめ）」

が計上されています。この場合の「まるめ」とは、

合計値が有効数字 4桁となるように「切上げ」処理

をされているのか。それとも「切捨て」処理をされ

ているのか、ご教示下さい 
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53 

15) 第 0023 号内訳書 

防水層保護工において、養生材は計上されていま

すでしょうか。 

53 

 第0023号 防水 で計上している「防水層保護工」

について、養生材は計上していません。 

 また、ﾓﾙﾀﾙは個別登録単価一覧表のﾓﾙﾀﾙ 1:3高

炉 (Z002022006- 00617)となります。 16) 第 0023 号内訳書 

上記質問 15)において養生材を計上されるとき、

計上する材料の種類および規格、使用量をご教授く

ださい。 

17) 第 0023 号内訳書 

上記質問 16)において計上される養生材は物価

資料、見積のどちらを採用されているでしょうか。 

8. 第 0023 号 防水 内訳書の防水層保護工に

計上のﾓﾙﾀﾙは個別登録単価一覧表のﾓﾙﾀﾙ 1:3 高

炉 (Z002022006- 00617)でよろしいでしょうか。

また、養生材を計上している場合、養生材の材料名

及び単価をご開示ください。 

08 第 0023 号内訳書 防水層保護工 

 防水層保護工において、養生材は計上されていま

すか。計上されている場合はその名称・規格をご教

示願います。 

14.（参考資料 0023 号内訳について）防水層保

護工において、保護モルタルの養生材は計上されて

いないと考えてよろしいでしょうか。 

13.設計書 P-26 第 0023 号 防水 内訳書 に

計上されている 00617 WB440270 防水層保護工

において、養生材の計上の有無についてご教示下さ

い。 

3 内訳書 第 0023 号 防水 

 ｢WB440270 防水層保護工  [入力条件]･･･一般

部及び換気部底頂部｣には、養生材の計上は無し 

と考えてよろしいでしょうか。 

 

６．内訳書第 0023 号防水の防水層保護工におい

て、コンクリート養生マットは計上されております

でしょうか。計上する場合、100m2 当りの数量、及

びコンクリート養生マットの規格をご教示願いま

す。 
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54 

21 第 0023 号内訳書 防水 

側部外防水には、保護工は不要と考えてよろしい

でしょうか。ご教示願います。 

54 

 そのとおりです。 

15.設計書 P-26 第 0023 号 防水 内訳書 に

計上されている 00068 防水工（一般部換気部 側

部防水）における防水層保護工は、不要であると考

えて宜しいでしょうか。 

55 

6. 第 0023 号 防水 内訳書の防水工(00067)の

使用材料は個別登録単価一覧表の防水ｼ ｰ ﾄ

(Y001711000- 00067) と ﾌ ﾟ ﾗ ｲ ﾏ ｰ (Y001712000- 

00067)が計上されているものと考えてよろしいで

しょうか。 

55 

 そのとおりです。 

56 

7. 第 0023 号 防水 内訳書の防水工(00068)の

使用材料は個別登録単価一覧表の防水ｼ ｰ ﾄ

(Y001711000- 00068) と ﾌ ﾟ ﾗ ｲ ﾏ ｰ (Y001712000- 

00068)が計上されているものと考えてよろしいで

しょうか 

56 

 そのとおりです。 

57 

12.設計書 P-26 第 0023 号 防水 内訳書 

00067、00068 防水工に計上されている個別登録単

価表に記載の防水シートの名称・規格についてご教

示下さい。 

57 

 土木アコシート,3.0mm厚の単価を準用していま

す。なお、特定の製品を指定するものではありませ

ん。 

58 

20.（内訳第0023 号 防水について）防水層保護工

の計上数量が少ないように思われますが、実 際の施

工数量にて協議対象と考えてよろしいでしょうか。 

58 

 当初設計においては、底版部へのみ防水層保護工

を施工することを想定しています。 

 なお、工事請負契約約款第19条及び第20条に該

当する事項が生じ、変更の必要があると認められ

るときは、設計変更の対象となります。 

27.（参考資料 0023 号内訳について）防水層保護

工の数量が防水工（底頂部）の数量と 844m2 異な

っておりますが、積算は参考資料のとおり行い、受

注後に設計変更の対象となると考えてよろしいで

しょうか。 

14.設計書 P-26 第 0023 号 防水 内訳書 に

計上されている 00067 防水工（一般部換気部 低

頂部）及び 00617 防水層保護工（一般部換気部 低

頂部）数量に差異がある理由についてご教示下さ

い。 
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59 

45.（仕様書 0023 号内訳について）底部防水層

保護工は、モルタル打設 30ｍｍと考えてよろしい 

でしょうか。ご教示願います 

59 

 そのとおりです。 

60 

10.設計書 第0025号「付属物」において、埋込

管は本体躯体あるいは無筋コンクリート内に埋め

込まれるのでしょうか。その場合、コンクリート打

設まで埋め込み管を支持固定する架台材料と設置

手間は、契約後の変更協議の対象と考えてよろしい

でしょうか。 

60 

 埋込管は本体躯体もしくは無筋コンクリート内

へ埋込みを想定しています。 

 当初設計においては、架台材料及び架台の設置

手間は計上していません。 

 なお、工事請負契約約款第19条及び第20条に該

当する事項が生じ、変更の必要があると認められ

るときは、設計変更の対象となります。 

61 

18) 第 0025 号内訳書内 共 SJ2081 号 

鋳鉄管布設 吊込み据付工において、材料は第

0025 号内訳書にて計上されていると考えてよろし

いでしょうか。 

61 

 そのとおりです。 

62 

09 第 0025 号内訳書 足掛金物、埋込管及びア

ンカーボルト 

足掛金物、埋込管及びアンカーボルトは、それぞ

れ、共通仮設費、現場管理費、一般管理費の対象と

考えてよろしいでしょうか。ご教示願います。 

62 

 そのとおりです。 

63 

19) 第 0026 号内訳書 

安定処理において、【4.992t/100m2】は材料ロス

を含んだ数量と考えてよろしいでしょうか。 

63 

 そのとおりです。 

64 

9. 第 0026 号 ﾔｰﾄﾞ造成 内訳書 安定処理の

固化材は個別登録単価一覧表の(Y001601000- 

00441)が計上されているのでしょうか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

64 

 そのとおりです。 
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65 

20) 第 0026 号内訳書 

仮設用モルタル吹付工において、砂は「洗砂 コ

ンクリート用骨材 荒目(Z002104001)」を計上され

ているのでしょうか。異なる場合、材料の名称、規

格をご教授ください。 

65 

第0026号 ﾔｰﾄﾞ造成 に計上している「仮設用モ

ルタル吹付工」について、目地材、水抜きパイプ、

小型渦巻きポンプは計上していません。 

 また、セメント及び砂の規格は、以下のとおり

で、使用数量は横浜市土木工事標準積算基準書の

とおりです。 

・セメント：土木工事資材等単価表（横浜市道路局）

Z002002008 高炉(B種)ｾﾒﾝﾄ 25kg袋入 

・砂：土木工事資材等単価表（横浜市道路局） 

Z002104002 洗砂 ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 細目 

21) 第 0026 号内訳書 

上記質問 20)において計上される砂は、土木工事

資材等単価表の単価を採用されているのでしょう

か。異なる場合、出典をご教授ください。 

10. 第 0026 号 ﾔｰﾄﾞ造成 内訳書 仮設用ﾓﾙﾀﾙ

吹付工に計上の砂は「洗砂 ｺﾝｸﾘｰﾄ骨材 荒目

(Z002104001)」でよろしいでしょうか。また、小型

渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟは計上されているのでしょうか。 

10 第 0026 号内訳書 仮設用モルタル吹付工 

仮設用モルタル吹付工において、砂は洗砂でしょ

うか、それとも、再生砂でしょうか、ご教示願い

ます。 

洗砂の場合、荒目でしょうか、それとも、細目で

しょうか、ご教示願います。 

10 「第 0026 号内訳書 00479 仮設用ﾓﾙﾀﾙ吹付

工」に使用する砂は、「土木工事資材等単価表」の

単価コード「Z002104001」の「洗砂 荒目」でしょ

うか。もしくは「Z002104002」の「洗砂 細目」で

しょうか。 

28.（参考資料 0026 号内訳 仮設用モルタル吹付

け工について）高炉セメント袋詰めは大口単 価、洗

砂はコンクリート用骨材荒目とし、目地材、水抜

きパイプ、小型渦巻きポンプは計上しないと 考え

てよろしいでしょうか。 

17.設計書 P-29 第 0026 号 ﾔｰﾄﾞ造成 内訳書 

に計上されている 00479 WB254010 仮設用ﾓﾙﾀﾙ

吹付工における砂の名称・規格についてご教示下さ

い。 

4 内訳書 第 0026 号 ﾔｰﾄﾞ造成 

｢WB254010 仮設用ﾓﾙﾀﾙ吹付工 [入力条件]･･･高炉

B(袋物),無し,標準｣の入力条件の「無し」は小型渦

巻きﾎﾟﾝﾌﾟが無し と考えてよろしいでしょうか。 

また、砂の単価は、横浜市道路局土木工事資材単
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価表の「Z002104002 高炉(B 種)ｾﾒﾝﾄ 25kg 袋入(大

口) 取引数量 160～320 袋」でよろしいでしょうか。 

22) 第 0026 号内訳書 

仮設用モルタル吹付工において、目地材および水

抜きパイプは計上されていますでしょうか。 

23) 第 0026 号内訳書 

上記質問 22)において目地材および水抜きパイ

プが計上されているとき、各材料の種類、規格、使

用数量をご教授ください。 

24) 第 0026 号内訳書 

上記質問 23)において計上する目地材および水

抜きパイプの単価の出典をそれぞれご教授くださ

い。 

11. 第 0026 号 ﾔｰﾄﾞ造成 内訳書 仮設用ﾓﾙﾀﾙ

吹付工において、目地材と水抜きﾊﾟｲﾌﾟは計上され

ているものと考えてよろしいでしょうか。計上され

ている場合、名称及び単価をご開示ください。 

11 第 0026 号内訳書 仮設用モルタル吹付工 

仮設用モルタル吹付工において、目地材、水抜ﾊﾟ

ｲﾌﾟは、それぞれ、計上なしと考えてよろしいでし

ょうか、ご教示願います。 

計上されている場合はその規格と、100m2 当りの数

量をご提示願います。 

11 「第 0026 号内訳書 00479 仮設用ﾓﾙﾀﾙ吹付

工」で、「目地材」は計上しないと考えて宜しいで

しょうか。 

12 「第 0026 号内訳書 00479 仮設用ﾓﾙﾀﾙ吹付

工」で、「水抜きﾊﾟｲﾌﾟ」は計上しないと考えて宜し

いでしょうか。 

13 「第 0026 号内訳書 00479 仮設用ﾓﾙﾀﾙ吹付

工」で、「小型渦巻きﾎﾟﾝﾌﾟ」は計上しないと考えて

宜しいでしょうか。 

16.設計書 P-29 第 0026 号 ﾔｰﾄﾞ造成 内訳書 

に計上されている 00479 WB254010 仮設用ﾓﾙﾀﾙ

吹付工における目地材及び水抜きﾊﾟｲﾌﾟの計上の有

無についてご教示下さい。 

 

 

 

65 つづき 
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66 

12. 第 0026 号 ﾔｰﾄﾞ造成 内訳書 下層路盤

（車道・歩道部）に計上の再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝは溶融ｽﾗｸﾞ

なしでよろしいでしょうか。 

66 

 第0026号 ﾔｰﾄﾞ造成 に計上している「下層路盤

（車道・歩道部）」に使用する再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝは、土木

工事資材等単価表（横浜市道路局）Z100022978 再

生クラッシャラン 40～0mm（RC－40）再生路盤材、

溶融ｽﾗｸﾞなし になります。 

31.（参考資料 0026 号内訳 下層路盤について）

下層路盤に使用する再生クラッシャランは、埋戻 

材・基礎材等ではなく、再生路盤材 溶融スラグ無

しを使用するものと考えてよろしいでしょうか。 

７．内訳書第 0026 号ヤード造成の下層路盤（車

道・路肩部）において、再生クラッシャラン RC-40

は再生路盤材でしょうか、または埋戻し材でしょう

か。ご教示願います。 

67 

25) 第 0026 号内訳書 

表層(車道・路肩部)において、プライムコート 

PK-3 の材料単価は横浜市土木工事資材等単価表、

物価資料のどちらを採用されているのでしょうか。

また物価資料を採用の場合、適用年版をご教授くだ

さい。 

67 

 土木工事資材等単価表（横浜市道路局）のものを

採用しています。 

68 

18.設計書 P-29 第 0026 号 ﾔｰﾄﾞ造成 内訳書 

に計上されている 00442 下層路盤、00443 上層路

盤、00444 表層 については、仮桟橋撤去後も残置

で撤去不要と考えて宜しいでしょうか。 

68 

 上層路盤及び下層路盤の一部、表層については、

後工事にて撤去を予定しています。 

69 

22 第 0026 号内訳書 ヤード造成 

ヤード造成用の掘削に伴う整地は不要と考えて

よろしいでしょうか。ご教示願います。 

69 

 そのとおりです。 

70 

18.根切外周部の施工基面部に敷鉄板が必要とな

る場合は、変更協議事項でしょうか。ご教示願い

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

70 

 工事請負契約約款第19条及び第20条に該当する

事項が生じ、変更の必要があると認められるとき

は、設計変更の対象となります。 
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71 

8.設計書 第0027号「既設構造物撤去」内の『産

業廃棄物処分費』において、0.1ｔという数量は撤

去したコンクリート柱の重量でしょうか。または撤

去した防球ネットの重量でしょうか。あるいは両者

の合計重量でしょうか。もし数量にコンクリート柱

を含む場合、場内でがれき状に解体しないと、運搬

処分は不可能と考えます。契約後の変更協議の対象

と考えてよろしいでしょうか。 

71 

 第0027号 既設構造物撤去 の「産業廃棄物処分

費」0.1ｔは、防球ネットの重量を想定しています。 

コンクリート柱の解体・運搬・処分については、

第0027号既設構造物撤去の「構造物とりこわし」・

「殻運搬」・「建設廃材処理料」76m3に含めていま

す。 

 なお、工事請負契約約款第19条及び第20条に該

当する事項が生じ、変更の必要があると認められ

るときは、設計変更の対象となります。 24 第 0027 号内訳書 コンクリート柱建柱 

撤去するコンクリート柱（14 本）は場内仮置で

よろしいでしょうか。ご教示願います。 

29.（参考資料 0027 号内訳 既設構造物撤去に

ついて）コンクリート柱 15m 以下撤去 14 本に

ついて、運搬費、処分費計上の有無をご教示願い

ます。 

72 

46.（仕様書 0027 号内訳について）既存建屋等

撤去について ユニットハウス 9 棟分の解体費及

び処分費は工事費に含まれているのかご教示願い

ます。また含まれていない場合、設計変更の対象

として考えてよろしいでしょうか。 

72 

 SJ5014「既存建屋等撤去」に含んでいます。 

73 

12.設計書 第0027号「既設構造物撤去」におい

て、対象構造物にはエアコンが設置されています

が、エアコン内のフロンガスの抜き取り及び廃棄処

分費、エアコン本体の廃棄処分費については、契約

後の変更協議の対象と考えてよろしいでしょうか。 

73 

 当該エアコンは家庭用ルームエアコンになりま

すので、家電リサイクル法の処理方法に則り処分

してください。 

なお、この撤去・処分については、第0027号既設

構造物撤去のSJ5014「既存建屋等撤去」に計上して

いるSJ5015「設備等撤去」に含んでいますので、設

計書のとおり積算してください。 

74 

14.参考資料P26 共SJ5015号 設備等撤去とは

具体的に何をどれだけ撤去し、処分するのでしょ

うか。ご教示願います。 

 

 

 

 

 

74 

 エアコン（ﾙｰﾑｴｱｺﾝ）２台、蛍光灯灯具33個、蛍

光灯40W×60本、分電盤１面50AF20AT×2、換気扇

200φ以下９個を想定しています。 
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75 

30.（参考資料 0027 号内訳 既設構造物撤去につ

いて）産業廃棄物処分費安定型 指定処分 南本牧

終処分場、現場発生品･支給品運搬、ｽｸﾗｯﾌﾟﾍﾋﾞ- 

H3 それぞれに対応する撤去物をご教示 願います。 

75 

 産業廃棄物処分費は、コンクリート殻、有価物（ｽｸ

ﾗｯﾌﾟ）を除く、木くず、混合廃棄物等を想定していま

す。 

 ｽｸﾗｯﾌﾟﾍﾋﾞ- H3は、外周部のフェンスを想定して

います。 

76 

12 第 0027 号内訳書 構造物とりこわし 

構造物とりこわしにおいて、週休 2日補正はない

ものと考えてよろしいでしょうか、ご教示願いま

す。 

76 

 そのとおりです。 

77 

23 第 0027 号内訳書 既存建屋等撤去 

既存建屋等撤去において、撤去する既存建物には

アスベストなど含有されていないと考えてよろし

いでしょうか。ご教示願います。 

77 

 そのとおりです。 

78 

19.設計書 P-31 第 0027 号 構造物撤去 内訳書 

に計上されている 00437 D40HA02350 舗装版撤

去(直接掘削、t=15cm 以下) で、騒音対策の要・不

要についてご教示ください。 

78 

 積算上は、騒音対策は不要としています。 

79 

20.設計書 P-32 第 0028 号 植栽撤去 内訳書 

に計上されている 00481 伐採，00482 伐採，00483

抜根工 に計上されているﾁｪﾝｿｰの規格についてご

教示ください。 

79 

 いずれも、鋸長350mm、34cc級となります。 

80 

7.設計書 第0029号 「仮囲い」内の『仮囲い門扉

設置撤去工』は、単価表27頁に『コンクリート』

0.686m3 及び、『型枠』 3.92m2の２項目が記載され

ていますが、『仮囲門扉設置撤去工』内には、同コ

ンクリート及び、型枠が計上されていないと考えて

よろしいでしょうか。 

80 

 第0029号 仮囲い 内のSJ5102「仮囲い門扉設置

撤去工」で計上しているDGD30400「仮囲門扉設置撤

去工」には、「コンクリート」及び「型枠」は含ま

れていません。 

このため、SJ5102「仮囲い門扉設置撤去工」にて

「コンクリート」及び「型枠」を計上しています。 

26) 第 0029 号内訳書内 共 SJ5102 号 

仮囲門扉設置撤去工において、コンクリート工お

よび型枠工は別途計上されていると考えてよろし

いでしょうか。 
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81 

19 「SJ5102 単価表 00427 コンクリート」のコ

ンクリート 18-8-25(高炉)は、水セメント比の指定

は「無し」と考えて宜しいでしょうか。水セメント

比指定の場合は、指定値をご教示下さい。 

81 

SJ5102「仮囲い門扉設置撤去工」で計上している

CB240010「コンクリート」の18-8-25（高炉）は、

土木工事資材等単価表（横浜市道路局）Z002012001 

生コンクリート（高炉Ｂ）18-8 水ｾﾒﾝﾄ比60%以下 

になります。  

82 

27) 第 0029 号内訳書内 共 SJ5102 号 

個別登録単価一覧表内「ゲート 1 式 72,000

円」において 2回使いと記載されておりますが、個

別登録単価一覧表に記載されている単価 72,000 円

は 2 回使い分の単価でしょうか、それとも 72,000

円×1/2=36,000 円を 1 箇所あたりに計上されてい

るのでしょうか。 

82 

 SJ5102「仮囲い門扉設置撤去工」で計上している

DGD30400「仮囲門扉設置撤去工」では、個別登録単

価一覧表に記載のｹﾞ-ﾄ 6.0m×4.0m(Y3G3020010- 

00426)の価格が、2回使いを考慮した金額となって

いますので、記載の価格を1箇所あたりに一式とし

て計上しています。 

ｽﾘ-ﾌﾟﾊﾟｲﾌﾟ 105×105 (Y3G3010010- 00426) に

ついては、記載のｍ当り価格を1箇所あたりに1.4

ｍ計上しています。 

15. 共SJ5102号 仮囲い門扉設置撤去工 単価

表 仮囲門扉設置撤去工 １箇所には個別登録単

価一覧表の ｹ ﾞ - ﾄ  6.0m × 4.0m (Y3G3020010- 

00426)1式とｽﾘ-ﾌﾟﾊﾟｲﾌﾟ 105×105 (Y3G3010010- 

00426) 1.4mが計上されているのでしょうか。 

16. 個別登録単価一覧表のｹﾞ-ﾄ 6.0m×4.0m 

(Y3G3020010- 00426)1 式 72,000 円は 2 回使い補

正後の単価で、共 SJ5102 号の仮囲門扉設置撤去工 

１箇所には補正後の単価 72,000 円が計上されてい

るものと考えてよろしいでしょうか。 

16 個別登録単価一覧表ｹﾞｰﾄ 6.0m×4.0m 

個別登録単価一覧表 3ﾍﾟｰｼﾞ ｹﾞｰﾄ6.0m×4.0m 

2回使い 72,000円において、計上金額は72,000の

50％でしょうか、それとも50％した単価が72,000円

でしょうか。ご教示願います。 

32.（参考資料0029号内訳について）仮囲門扉設置

撤去工において、Y3G3020010- 00426  ｹﾞ- ﾄ 

6.0m×4.0m 2 回使いの単価は、2 回使いを考慮し

た単価（全損額×50％）であると考えてよろし い

でしょうか。 

８．内訳書第0029号仮囲い、SJ5102仮囲い門扉設

置撤去工において、仮囲い門扉設置撤去のゲート

6.0m×4.0m単価（２回使い）は、個別登録単価を２

分の１にせずに、登録単価を積算単価としてよろし

いでしょうか。ご教示ください。 
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83 

28) 第 0030 号内訳書 

交通誘導警備員 Bは昼間勤務、交替要員なしの計

上でよろしいでしょうか。 

83 

 そのとおりです。 

84 

25 第 0030 号内訳書 交通誘導警備員 B 

交通誘導警備員 508 人日と提示されていますが、

交替要員、警察協議、工期延長等による増減が発生

した場合は設計変更協議の対象になると考えてよ

ろしいでしょうか。ご教示願います。 

84 

 交通誘導警備員については、作業ヤードの出入

口部に１名の配置を想定しています。 

 契約後の協議等により、工事請負契約約款第19

条及び第20条に該当する事項が生じ、変更の必要

があると認められるときは、設計変更の対象とな

ります。 18.（内訳第 0030 号 交通誘導員について）各協議

により配置箇所、人数等の変更が生じた場合 は設

計変更の対象と考えてよろしいでしょうか。 

28.特記仕様書 P-5 4 安全対策関係 「(1)交

通安全対策等の指定 施工箇所への･･････････交

通誘導員を配置すること。」との記載が有ります。

設計にてお考えの配置箇所・人員についてご教示く

ださい。 

7. 近隣道路は道幅が狭く、他工事の仮囲い等で

見通しが悪い箇所があります。また、通学路も近

いことから、近隣との協議などにより、交通誘導

警備員を設計人数より多く配置せざるを得ない状

況が考えられます。その増分は別途設計変更対象

と考えてよろしいでしょうか。ご教示願います。 
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85 

14.設計書 第0910号「運搬費」の『仮設材積込

取卸運搬（A）往復』1317.8ｔ、『仮設材積込取卸運

搬（B）往復』71ｔ、『仮設材取卸運搬（B）片道』

85.2ｔ、『仮設材取卸運搬（A）片道』73.6ｔについ

て、それぞれどの工種の仮設材を対象としているの

か、工種ごとの数量の開示をお願いします。 

85 

 第0910号 運搬費 で計上している「仮設材積込

取卸運搬」の内訳については、以下のとおりとなり

ますので、設計書のとおり積算してください。 

 ・(A)往復 

  切梁・腹起し等支保材：1253.410t 

  桟橋桁材：18.507t 

  桟橋継材：15.848t 

  芯材陸継用鋼材：2.800t 

  芯材陸継用敷鉄板：3.208t 

  桟橋覆工板：24.000t 

・(B)往復 

  中間杭の一部：55.800t 

  桟橋支持杭の一部：15.188t 

・(B)片道 

  中間杭の一部：66.960t 

  桟橋支持杭の一部：18.225t 

・(A)片道 

中間杭の一部：43.859t 

  桟橋支持杭の一部：12.150t 

  仮設材関連ｽｸﾗｯﾌﾟ分：17.600t 

 

26 第 0910 号内訳書 運搬費 

仮設材運搬数量 1317.8t、71.0t、85.2t、73.6t 

の数量根拠をご教示願います。 

86 

36) 設計書 P35 第 0915 号準備費内訳書 

チェックボーリング一式の内訳についてご教示

願います。 

86 

 チェックボーリングについては、想定地質・被圧

帯水層の確認、建設発生土受入に係る土砂検定用

の試料採取等を目的にしています。 

内訳については、別添資料－１に内訳書を提示

します。なお、これは積算の参考資料としますの

で、契約事項にはなりません。また、積算について

は、設計書のとおりとしてください。 

13 第 0915 号内訳書 チェックボーリング 

チェックボーリング 1式と計上されていますが、

その内容を具体的にご提示願います。 

14 「第 0915 号内訳書 準備工」で、「チェッ

クボーリング」が１式計上になっておりますが、

ボーリングの深度および本数、また、一軸圧縮試

験等の室内試験の数量をご教示下さい。 

21.設計書 P-35 第 0915 号 準備費 に計上さ

れている ﾁｪｯｸﾎﾞｰﾘﾝｸﾞの仕様についてご教示くだ

さい。 

15.設計書 P35 第 0915 号 準備費の内、チェッ

クボーリングの目的、調査項目、深度、本数等 調

査仕様をご教示願います。 
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29) 第 0925 号内訳書 

家屋事前調査(区分所有以外)において、材料費等

(直接人件費×7%)の計上はされていますでしょう

か。 

87 

 第0925号 事業損失防止施設費 で計上してい

るD40ZC03300「家屋事前調査(区分所有以外)」の１

棟当りの単価構成は以下のとおりですので、設計

書及び以下の単価構成に基づき積算してくださ

い。 

 なお、「諸雑費(その他材料)(率)」及び「諸雑費

(率)」は、所定の率計算を「円以下切捨て」で計上

し、単価表における端数処理（有効桁数への切り捨

て・切り上げ）は行っていません。 

 

 

条件：非木造建物(用途区分イ),  
2,000m2以上～3,000m2未満 

 ・技師（Ａ）      4.59人 [1,2] 

 ・技師（Ｂ）      5.57人 [1,2] 

 ・技師（Ｃ）      8.61人 [1,2] 

 ・技術員        1.43人 [1,2] 

 ・諸雑費(その他材料)(率) １式 [2] 

  Σ[1] * 0.0700  

 ・諸雑費 (率)       １式 [2] 

  Σ[1] * 0.5390  

 ・諸雑費(その他材料)(率) １式  

  Σ[2] * 0.5390  

 

 

条件：非木造建物(用途区分イ),  
400m2以上～600m2未満 

 ・技師（Ａ）      1.56人 [1,2] 

 ・技師（Ｂ）      1.90人 [1,2] 

 ・技師（Ｃ）      2.94人 [1,2] 

 ・技術員        0.49人 [1,2] 

 ・諸雑費(その他材料)(率) １式 [2] 

  Σ[1] * 0.0700  

 ・諸雑費 (率)       １式 [2] 

  Σ[1] * 0.5390  

 ・諸雑費(その他材料)(率) １式  

  Σ[2] * 0.5390  

 

30) 第 0925 号内訳書 

家屋事前調査(区分所有以外)において、外業・内

業ともに計上されていると考えてよろしいでしょ

うか。 

31) 第 0925 号内訳書 

上記質問 30)において外業・内業ともに計上され

ている場合、直接人件費積算のための補正は「外業・

内業の合計人数×補正率」または「外業×補正率、

内業×補正率の合計」のどちらで計上されています

でしょうか。 

32) 第 0925 号内訳書 

家屋事前調査(区分所有以外)において、一般管理

費にて端数処理(10,000円単位)を行っていると考

えてよろしいでしょうか。 

13. 第0925号 事業損失防止施設費 内訳書の

家屋事前調査において、直接経費（材料費等）を計

上するものと考えてよろしいでしょうか。 

14 第 0925 号内訳書 家屋事前調査 

家屋事前調査において、直接経費（材料費等）は

計上されていますでしょうか、ご教示願います。 

15 「第 0925 号内訳書 00026,00027 家屋事前

調査（区分所有以外）」で、「屋外労務費補正」は計

上しないと考えて宜しいでしょうか。 

16 「第 0925 号内訳書 00026,00027 家屋事前

調査（区分所有以外）」で、「材料費」は計上すると

考えて宜しいでしょうか。 
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22.設計書 P-35 第 0925 号 事業損失防止施設

費 家屋事前調査は計上されていますが、「打合せ

協議、現地踏査、作業計画の作成」等の項目が有り

ません。変更協議対象項目と考えて宜しいでしょう

か。 

88 

 本工事の当初設計では計上していません。設計

書のとおり積算してください。 

なお、工事請負契約約款に基づき、協議のうえ設

計変更の対象とします。  

 

89 

19.（内訳第 0940号 六価クロム溶出試験費につい

て）対象となる工種は、内訳第 0026 号、安定処理と

第 0005 号ソイル壁と考えます。またこの場合、検

体数が少ないように思われますが、 必要数により

設計変更の対象と考えてよろしいでしょうか。ご教

示願います。 

89 

六価クロム溶出試験費については、対象となる工

種は、第 0026 号内訳書の安定処理と第 0005 号内訳

書のソイル壁です。当初設計では、計２検体で計上

していますが、工事請負契約約款第19条及び第20

条に該当する事項が生じ、変更の必要があると認

められるときは、設計変更の対象となります。 

90 

47.（仕様書 0940 号内訳について）土留変位計

測の埋設型傾斜計は、土留壁 4 面に対して 1 箇所 

ずつと考えてよろしいでしょうか。ご教示願いま

す。 

90 

 特記仕様書に記載のとおり、長辺・短辺方向で１

箇所ずつ（計２箇所）を想定しています。 

91 

15.図番C-10「B-B断面図」ほか ６段切梁・腹起

こしは均しコンクリート打設後に撤去という設計

でしょうか。５・４段切梁・腹起しは、TP-7.400付

近までの躯体の構築後に、５段→４段連続撤去とい

う設計でしょうか。１・２段切梁・腹起しは、

TP+4.500付近までの躯体の構築後に、２段→１段連

続撤去という設計でしょうか 

91 

 切梁・腹起しの撤去については、以下を想定して

います。 

・６段切梁・腹起し：底版(TP-14.4ｍまで) 構築後

撤去 

・５・４段切梁・腹起し：B3Fレベル（TP-7.400ｍ）

まで構築後撤去 

・３段切梁・腹起し：B2Fレベル（TP-1.400ｍ）ま

で構築後撤去 

・２・１段切梁・腹起し：B1Fレベル（TP+4.800ｍ）

まで構築後撤去 

9. 躯体構築に伴う土留支保工の撤去ステップが

分かりません。ステップに関する資料または計算

書をご提示願います。 

92 

3.図面番号 C-28「仮設図（３）」に記載の、中間

杭・支持杭切断撤去後の『後打ちコンクリート 』

(0.5m×0.5m×0.2m 48カ所)は、設計書にコンクリ

ート打設に関する材料費が計上されていないと思

われます。契約後の変更協議の対象と考えてよろし

いでしょうか。また、中間杭・支持杭の撤去につい

ても同様に、契約後の変更協議の対象と考えてよろ

しいでしょうか。 

92 

 中間杭・桟橋支持杭切断撤去後のコンクリート

についても、内訳書第0018号コンクリートの数量

に含めています。また、中間杭・桟橋支持杭の撤去

については、第0009号Ｈ鋼杭・第0011号Ｈ鋼杭の

「ガス切断」として計上しています。 

なお、工事請負契約約款第19条及び第20条に該

当する事項が生じ、変更の必要があると認められ

るときは、設計変更の対象となります。 
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25.（図面C-28 について）中間杭切断において

下部は箱抜き・切断・撤去と記載されています

が、 上部の方法記載がありませんので、ご教示願

います。 

93 

 中間スラブ、頂版部等の上部については、箱抜き

による処理、切断後はクレーン等による搬出を想

定していますが、これに伴う型枠、クレーン等によ

る搬出手間は計上していません。 

 現場条件による施工方法等を考慮し、工事請負

契約約款に基づき、協議のうえ設計変更の対象と

します。 

31.土留め支保工の中間杭および桟橋杭につい

て、躯体構築時にスラブには箱抜き等の処置が必

要となりますが設計書に記載がありません。ま

た、Ｈ鋼の撤去は切断しか計上されておりませ

ん。どのような処置をすることを想定しておりま

すか。処置に伴う施工費の増分については別途協

議対象と考えてよろしいでしょうか。ご教示願い

ます。 

94 

27 図番 C-31 

桟橋入口に記載にされているハッチングは何を

示しているかご教示願います。 

94 

 仮設道路による乗り入れ部を示しています。 

95 

31 図番 C-26～C-33 仮設構造物 

図番 C-26～C-33 に記載されている仮設構造物

は、全て指定仮設と考えてよろしいでしょうか、そ

れとも、全て任意仮設と考えるのでしょうか。ご教

示願います。 

もし、区分があるようでしたら、合わせてご教示

願います。 

95 

 全て指定仮設です。 

96 

33.（仕様書 C26-C30 について）土留壁の設計

では造成長と杭長が同じ長さになっていますが 芯

材長＋1.0ｍの造成長（余堀）が必要と考えます。

受注後 設計変更協議の対象となると考えてよ

ろしいでしょうか。 

96 

 図面上は図示していませんが、積算上は余堀を

考慮していますので、設計書のとおり積算してく

ださい。 

97 

21.（図面 S-1,S-28,C-27 について）柱主筋の

圧接位置が切梁断面位置を加味すると、横梁まで打

設することが困難となります。（５段:TP-7.00ｍ）切

梁の高さ位置変更もしくは段数増は可能でし ょう

か。また鉄筋圧接箇所の数量増が生じた場合には、

設計変更協議の対象となると考えてよろしいでし

ょうか。 

97 

 工事請負契約約款第19条及び第20条に該当する

事項が生じ、変更の必要があると認められるとき

は、設計変更の対象となります。 
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22.（図面 S-86 各部配筋図について）全ての

階段に適用されますか。階段構造については、斜

めにスラブを打設し、階段ブロックを設置する構

造への変更が可能でしょうか。 

98 

 階段配筋図については、標準図として示したも

のですので、各箇所の納まりに合わせて施工して

ください。 

 構造の変更については、監督員との協議により

決定します。 

99 

23.（図面 C-10,11 について）下床コンクリー

トのコンクリート打設が約 2,460m3 となり、一日

で打設 することは困難なため、品質管理上、打

継処理が必要と考えます。この費用については設

計変更 の対象と考えてよろしいでしょうか。 

99 

 工事請負契約約款第19条及び第20条に該当する

事項が生じ、変更の必要があると認められるとき

は、設計変更の対象となります。 

100 

37) 設計書 P3 本工事内訳書に『柱列式地中連続

壁工（ソイル壁）』、特記仕様書 P9 に『柱列地中連

続壁工』と表記されています。 

また設計図面 C-26～C29 にも柱列が図示されて

います。 

土質条件等により、柱列式工法は他の地中連続壁

（ソイル壁）工法に変更可能でしょうか。 

100 

 設計・積算上は、ECW工法を想定しています。 

「横浜市グリーン購入の推進に関する基本方針」

に基づき、泥土低減型工法としていますが、特定の

工法を指定するものではありません。 

 このため、特許使用料も当初設計においては、計

上していませんが、工事請負契約約款第19条及び

第20条に該当する事項が生じ、変更の必要がある

と認められるときは、設計変更の対象となります。 32 設計書 P3 本工事内訳書 仮設工 柱列式地

中連続壁工（ソイル壁） 

柱列式地中連続壁工の摘要に，泥土低減型工法と

記載がありますが，工法指定があれば，ご教示くだ

さい。 

5.本工事内訳 P-3 仮設工 柱列式地中連続壁

工 柱列式地中連続工には数種類の工法が有りま

す。柱列式地中連続壁として工事目的を満足出来る

のであれば、どの様な工法でも良いのでしょうか。

併せて、設計でお考えの工法についてご教示下さい 

39) 設計書 P12 第 0005 号ソイル壁内訳書 

特許使用料が計上されていません。設計変更対象

でしょうか。 

101 

38) 柱列式地中連続壁工（ソイル壁）は、契約

後 VE 対象工種でしょうか。 

 

 

 

101 

 契約後VEについては、原則すべての工種で対

象になります。 
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33 仕様書 P9 12 その他 

（５）マスコンクリート対策について 

対策に使用した温度応力解析をご提示ください。

マスコンリートの対策工法を変更する場合は，設計

変更の協議対象と考えてよろしいでしょうか。 

102 

 温度応力解析については、仮定条件を多分に含

むため提示できませんが、解析をもとに「図番S-

90」を作成しています。 

 なお、工事請負契約約款第19条及び第20条に該

当する事項が生じ、変更の必要があると認められ

るときは、設計変更の対象となります。 22.仕様書 10 ページ「第 2章施工条件」「12 その

他」マスコンクリートの温度応力解析をもとに、「図

番 S-90」を作成されているのでしょうか。 

103 

34 仕様書 P9 9 地盤改良関係 改良の範囲、工

法に関する内容 

設計書 P29 安定処理 

安定処理の仕様変更は，設計変更の協議対象と考

えてよろしいでしょうか。 

103 

 配合試験等の結果、当初の仕様を変更する必要

があるなど、工事請負契約約款第19条及び第20条

に該当する事項が生じ、変更の必要があると認め

られるときは、設計変更の対象となります。 

13.仕様書 9ページ「第 2章施工条件」「９地盤改

良関係」柱列地中連続壁工の施工時の地耐力確保を

目的に、地耐力の事前測定を行い、やむを得ず設計

書に記載されている以上の対策が必要となった場

合、その対策費用は別途協議対象と考えてよろしい

でしょうか。また、地盤改良により余剰になった土、

基礎材として使用した砕石等の処分についても別

途協議対象と考えてもよろしいでしょうか。ご教示

願います。 

3.（仕様書 第 2 章 施工条件 ９ 地盤改良

関係について）改良深度、固化材使用量につい

ては、 現地の土質状況を踏まえて決定し、監督

員の承諾を得ること」と記載されていますが、

設計と異なる 深度、数量となった場合は、設計

変更協議の対象となると考えてよろしいでしょ

うか。 
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35 仕様書 P11（別紙-1）建設発生土・廃棄物関

係 

安定処理土の残土処分は，（2）建設発生土の処分

に記載がある幸浦中継所に処分できるものと考え

てよろしいでしょうか。 

104 

 安定処理を実施した改良土は、場内埋戻での活

用を想定しています。 

 なお、工事請負契約約款第19条及び第20条に該

当する事項が生じ、変更の必要があると認められ

るときは、設計変更の対象となります。 

24.仕様書 9ページ「第 2章施工条件」「９地盤改

良関係」柱列地中連続壁工の施工時の地耐力確保を

目的に行った地盤改良について、調整池の掘削工に

係る部分を掘削する必要があります。その際掘削し

た改良土の処理は、産業廃棄物処理として別途協議

対象と考えてよろしいでしょうか。ご教示願いま

す。 

105 

1. （仕様書 第 2 章 施工条件 １．工程関係（３）

について） 「隣接する J R 線への影響を十分検討

した上で施工協議を行うこと」と記載があります

が、設計協議はすでに完了していると考えてよろし

いでしょうか。 

105 

 当初設計で想定している施工方法については了

承を得ており、設計協議は概ね完了しています。 

27.特記仕様書 P-4 1 工程関係 (3) 「隣接

する JR 線への影響を十分検討した上で施工協議を

行う事。」との記載が有ります。公告段階での協議

の進捗状況についてご教示下さい。 

 

106 

4.（仕様書について）受注後、ＪＲ東日本との

協議において本工事が制約（夜間作業、作業時間

帯、 列車間合いなど）を受けた場合には、設計

変更協議の対象となると考えてよろしいでしょう

か。 

106 

 契約後の協議等で必要になった安全対策（人員

配置・構造物の計測等）は、受注者において実施し

てください。 

 協議期間、制約等による工期延長も含め、工事請

負契約約款第19条及び第20条に該当する事項が生

じ、変更の必要があると認められるときは、設計変

更の対象となります。 

5.（仕様書について）受注後、ＪＲ東日本と

の協議において、ＪＲ関連の資格を有する人員

配置を求められた場合、対応は受注者が行い、

費用等は設計変更協議の対象となると考えてよろ

しいでしょうか。 

6.（仕様書について）受注後、ＪＲ東日本と

の協議において、鉄道構造物の計測が必要とな

った場合は設計変更協議の対象となると考えてよ

ろしいでしょうか。 
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28 仕様書 第 2章 1 工程関係（3） 

JR との協議結果により着手日が当初予定より

遅れる場合、工期延期の協議は可能と考えてよろ

しいでしょうか。ご教示願います。 

7.（仕様書について）受注後、ＪＲ東日本との

協議完了までの期間によって、工期に影響が出た

場 合、設計変更協議の対象となると考えてよろ

しいでしょうか。 

2.（仕様書 第 2 章 施工条件 ４ 安全対策関

係について）施工箇所周辺の道路は通学路に指定

されているため、十分注意すること」と記載され

ていますが、時間や車両の種別等の制約はないも

のと考え、受注後に制約事項が発生した場合は

設計変更協議の対象と考えてよろしいでしょう

か。 

29.特記仕様書 P-6 4 安全対策関係 (2)鉄道

等の管理者からの作業時間の制限及び安全対策等

の指定等 施工協議により施工時間が制限された

場合は、制限の度合いにもよりますが、工期延伸も

在り得ると考えて宜しいでしょうか。 

 

30.特記仕様書 P-6 4 安全対策関係 (2)鉄道

等の管理者からの作業時間の制限及び安全対策等

の指定等 「現時点での制限などはないが、施工協

議の内容を遵守すること。」との記載が有ります。

協議の結果により制限などあるようでしたら、変更

協議対象項目と考えて宜しいでしょうか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

106 つづき 
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107 

31.特記仕様書 P-8 7 排水（濁水処理を含む）

関係 「本工事で発生する排水・湧水については、

通常の排水方法で排水可能と想定している」との記

載が有ります。設計でお考えの通常の排水方法とは

どの様な方法なのか、具体的にご教示下さい。 

107 

 水中ポンプの運転により、直近の下水管へ流下

させることを想定していますが、工事請負契約約

款第19条及び第20条に該当する事項が生じ、変更

の必要があると認められるときは、設計変更の対

象となります。 

12.仕様書8ページ「第2章施工条件」「７排水関

係」工事期間中は、pHの高い水や濁度の高い水が

発生するため、濁水処理設備の設置及び下水処理

費用が発生します。その費用については別途協議

対象と考えてよろしいでしょうか。ご教示願いま

す。 

 

108 

32.現場説明書；「設計書と図面に･････、設計書

を優先します。」と記載されていますが、図面が正

しい場合には変更協議対象となり得ると考えて宜

しいでしょうか。 

108 

 工事請負契約約款第19条及び第20条に該当する

事項が生じ、変更の必要があると認められるとき

は、設計変更の対象となります。 

109 

34.設計図面 C-7 図中にφ600 ﾏﾝﾎｰﾙ蓋の記載

が有りますが、設計書には記載が有りません。受注

後変更協議対象項目と考えて宜しいでしょうか。 

 

109 

 ﾏﾝﾎｰﾙ蓋については、後工事にて据付を予定して

います。 

110 

18. 設計図書に柱状図が含まれておりませんの

で、詳細な柱状図がございましたらご開示願いま

す。 

110 

 別添資料－２にて土質資料を提示します。 

01 土質資料 

積算の基にされた土質資料のご提示をお願いし

ます。 

6 参考資料 

施工箇所の土質柱状図及び土質室内試験等があ

ればご提示いただけないでしょうか。 

8. 当該設計にかかわる地質調査報告書をご提示

願います。 
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111 

8.（土質条件について）受注後に確認する土質資

料の確認および設計照査によって、土留壁や杭 の

根入れ、仮設構造物に変更（切梁盛替え等）が必

要となった場合は、設計変更協議の対象となると

考えてよろしいでしょうか。 

111 

 工事請負契約約款第19条及び第20条に該当する

事項が生じ、変更の必要があると認められるとき

は、設計変更の対象となります。 

 なお、土木工事の積算においては、工期延期のみ

に伴う経費の増分はありません。 

26.地質調査結果や山留設計書等施工に必要な資

料が不足しているため、受注後に精査をした際に仕

様書にある工期に間に合わないことが判明する可

能性があります。そのとき、工期延伸に伴う経費、

または工期に間に合わせるための促進費用につい

ては別途協議対象と考えてよろしいでしょうか。ご

教示願います。 

112 

19. 本工事の作業時間は 8:00～17:00 でよろし

いでしょうか。また、工事に際し地域住民との協定

事項はございますか。 

112 

 原則として8:00～17:00を想定しています。 

現時点での協定事項はありません。 

113 

21. 次期工事を含めた全体工程表がございまし

たらご開示願います。 

113 

 工程表については提示していませんが、後工事

の契約時期については、以下を予定しています。 

 ・建築工事 令和４年10月頃 

 ・土木工事 令和５年４月頃 

 なお、施設の供用開始は、令和６年度を予定して

います。 

114 

48.（別途工事について）別途工事である流入管

φ1500 の施工時期 いつ頃でしょうか。 それは

本工事 Ｂ2Ｆ構築後でしょうか。ご教示願いま

す。 

114 

 流入管φ1500は令和４年度、放流管φ400、減圧

施設については、令和４年度から令和５年度の施

工を予定しています。 

 なお、いずれも別途発注工事であり、本工事の後

工事に該当するものではありません。 

 また、施工時期については、今後の検討により変

更する場合があります。 

49.（別途工事について）別途工事である放流管

φ400の施工時期についてご教示願います。 

50.（別途工事について）別途工事である減圧施

設の施工時期についてご教示願います。 

115 

35.工事用水の確保について、どの様にお考えか

ご教示下さい。 

 

 

 

115 

 原則として上水道の利用を想定しています。 
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116 

36.生ｺﾝｸﾘｰﾄ価格について、 

37.令和2年9月1日より1,000円/m3の値上がりが

あるという情報がありますが、実際に値上がりした

場合は変更対象と考えて宜しいでしょうか。 

116 

 スライド条項・特例措置に該当するもの以外、ま

たは特記仕様書にて明記のあるものの他は、契約

後の単価変更は行いません。 

117 

19.建設発生土処分費単価 指定処分 幸浦中継

所は令和2年4月に改定になっていますが、今回は

適用年版が令和2年3月1日基準の為、処分費は改定

前の単価を採用し、契約後の設計変更対象でしょ

うか。ご教示願います。 

117 

 当初設計における建設発生土処分費は、土木工

事資材等単価表（横浜市道路局）の令和２年１月版

を採用しています。 

 なお、指定受入施設における建設発生土処分費

については、特記仕様書に記載のとおり、建設発生

土の受入時点の料金とすることができます。 

 

118 

38.数量計算書の開示をお願いします。 

 

118 

 数量計算書については提示していません。 

119 

21.現場へ資材を搬出入するゲートの設置につい

て、設置場所の制限はないと考えてよろしいでし

ょうか。ご教示願います。 

119 

 特に制限はありません。 

120 

32.躯体の施工手順を検討すると躯体内部で使用

する支保工材は、頂版施工完了まで解体搬出する

ことができず、 後に大量の支保工材の搬出が発

生します。頂版施工後、内部の支保工材の撤去・

搬出する場所は階段部の搬入口となると思います

が、搬出できるペースには限界があります。その

分通常より工程がかかると思いますが、その工程

は見込んでいますか？ もし工程を見込んでない

場合は、工程短縮のために施工開口などを追加で

設置する必要があると考えますが、その設置及び

閉鎖費用については別途協議対象として考えてよ

ろしいでしょうか。ご教示願います。 

120 

 支保工材の設置撤去（搬出）については、横浜市

土木工事標準積算基準書の作業日当り標準作業量

を基に工程を検討しています。 

 なお、工事請負契約約款第19条及び第20条に該

当する事項が生じ、変更の必要があると認められ

るときは、設計変更の対象となります。 
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19-21-23-02-601 01

第 当り
適用年版

号3001 機械ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ

名　　　　称 単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要

内訳書 式
R0203

1

土質ﾎﾞ-ﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱ)

DI20100500001

m[入力条件]･･･φ66mm,粘性土･ｼﾙﾄ,         40

50m以下,鉛直下方

土質ﾎﾞ-ﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱ)

DI20100500002

m[入力条件]･･･φ66mm,砂･砂質土,          8

50m以下,鉛直下方

土質ﾎﾞ-ﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱ)

DI20100500003

m[入力条件]･･･φ66mm,         20

固結ｼﾙﾄ･固結粘土,50m以下,

鉛直下方

合　　計

第 当り
適用年版

号3002 ｻｳﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ及び原位置試験

名　　　　称 単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要

内訳書 式
R0203

1

標準貫入試験

DI20103000004

回[入力条件]･･･砂･砂質土          8

標準貫入試験

DI20103000005

回[入力条件]･･･固結ｼﾙﾄ･固結粘土         20

合　　計

第 当り
適用年版

号3003 解析等調査業務

名　　　　称 単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要

内訳書 式
R0203

1

資料整理とりまとめ 直接調査

DI20114500006

業務[入力条件]･･･【2 本】,【0 本】          1

合　　計

横浜市環境創造局
-1-

01112032
テキストボックス
【別添資料－１】
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第 当り
適用年版

号3910 運搬費

名　　　　称 単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要

内訳書 式
R0203

1

資機材運搬

DI50500500011

式[入力条件]･･･ｸﾚ-ﾝ装置付2.9t吊 2t          1

積,【1 時間】,【2 台･日】

合　　計

第 当り
適用年版

号3915 準備費

名　　　　称 単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要

内訳書 式
R0203

1

準備及び跡片付け

DI20111000012

業務          1

調査孔閉塞

DI20112500013

箇所          2

合　　計

第 当り
適用年版

号3920 仮設費

名　　　　称 単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要

内訳書 式
R0203

1

平坦地足場

DI20109000014

箇所[入力条件]･･･高さ0.3m以下,          2

50m以下

合　　計

横浜市環境創造局
-2-
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第 当り
適用年版

号4001 解析等調査業務

名　　　　称 単　位 数　　量 単　　価 金　　額 摘　　要

内訳書 式
R0203

1

資料整理とりまとめ 解析調査

DI20114000008

業務[入力条件]･･･【2 本】,【0 本】          1

総合解析とりまとめ

DI20116000009

業務[入力条件]･･･【2 本】,【0 本】,          1

0～3種

合　　計

横浜市環境創造局
-3-
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１

１．１２

１

１．３４

１

．７６
９

．６３
９

．１２
９

０．９１

１

１．１７

１

．７０
９

．７１
９

１．２５

１

１．１５

１

．９５
９

．００
９

１．０４

１
１．０２

１

０．６６

１

．６１
９

１．０８

１

．８０
８

．９０
８

１．３０

１

１１
０．９１

１

０．９８

１

．８８
９

０．８２

１

１．１７

１

２．４９

１

０．９４

１

１．２７

１

- 2 5
T

- 2 4
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- 2 7
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- 1 9
T

- 1 7
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- 1 8
T

- 2 3
T

- 1 2
T

- 1 4
T

- 7
T

- 1 6
T

- 1 5
T

- 3 2
T

- 2 1
T

- 1 3
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T
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T
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Ｒ
根
岸
線

Ｊ

( 株
) 第
一
軌
道
開
発

．７６
９

本
郷
台

至

材
置
場

資

整
池

調
槽
水

ｓ
Ａ

ｓ
Ａ

Ｙ
Ｏ
Ｅ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
Ｔ

道
水

Ｋ
Ｙ
Ｏ
Ｅ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
Ｔ

ｓ
Ａ

険
物
貯
蔵
所

危

ｏ
Ｃ

込
柱

引

水
工

込
柱

引

車
場

駐

洗
場

手

ｏ
Ｃ

込
柱

引

た
ち
川
ハ
ウ
ス

い

防
電

量
計

流

ｓ
Ａ

ｓ
Ａ

ｓ
Ａ

車
場

車
場

駐

ｓ
Ａ

- 3 0
T

B - 0
A

久
保
4 7 3

滝

久
保

滝

ｓ
Ａ

車
場

駐

嶋
ハ
イ
ツ

飯

線
柱

支

電
施
設

変

ｓ
Ａ

久
保
4 6 2

滝

沼
支
1 8 甲

長 久
保

4 6 0

滝

止
車

止
車

リ
ー
エ
フ

ス

菱
電
機

( 株
)

三

ン
ク

タ

転
車
置
場

自

電
施
設

変

板
看

止
車

久
保
4 6 1

滝

Ｐ
ガ
ス

Ｌ

き
地

空

ｓ
Ａ

立
5 1 5

田

ケ
ル
化
粧
品

立
5 1 6

田

車
場

駐

車
場

駐

立
5 1 8

田

込
柱

引

転
車
置

自

ラ
ウ
ン
ド

グ

ｓ
Ａ

立
5 1 4

田

気
弁

空

０．５２

１

． ７８
９

０．７
１ ０ ．５４

１

．３４
９

０．３ ３

１

０．００

１

．４０
９

０．５９

１

．５６
９

０
．

２
８

１

０．６ ０

１

０．６０

１

０
．
２

８
１

．７０
９

０．４０

１

．９５
９

０． ５１

１

．６８
９

０．３６

１

．９０
９

．９９
９

０．８９

１

０．５２

１

．８４
９

０．２９

１

０．３５

１

０．１４

１

０．６４

１

０．３ ６

１

０．２６

１

０．５４

１

１

０．
１

０．６５

１

０．２４

１

０．４６

１

．６５
９

．４１
９

０．１０

１

．３９
９

．８８
９

．５ ２
９

．９５
９

．８６
９

．５４
９

．４ ０
９

．６４
９

０．３８

１

．５９
９

．７５
９

０．１１

１

０．０１

１

．６４
９

．７２
９

０．０ １

１

．４６
９

０．７１

１

．５３
９．４４

９

０．０１

１

．８２
９

．７６
９

線柱
支

．１９
９

．１２
９

立
5 0 4

田

ｓＡ

久
保
４
８
５

滝

立
５

１
３

田

Ｈ ＝１ ０ ． ５０ ５

線柱
支

立
5 0 6

田

． １３
９

道計測設備

水

． １８
９

ｓＡ

ｓＡ

．３１
９

．０６
９

立
5 0 5

田

久
保

4 6 4

滝

込
柱

引

Ｖ
Ｓ

．３４
９

０．３９

１

．１７
９

Ｖ
Ｓ

．２ ３
９

立
5 0 7

田

．２ ５
９

．８８
８

Ｖ
Ｓ

ＶＳ

Ｖ
Ｓ

Ｖ
Ｓ

．０８
９

Ｖ
Ｓ

ＶＳ

．１８
９

Ｖ
Ｓ

ＶＳ

０．２３

１

．２２
９
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田

＝
２
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０

Ｕ
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No.5

No.2

No.4
No.3

横浜市栄区飯島町81番地ほか(旧豊田高校グラウンド跡地)

No.4、No.5は土砂検定試料採取のみ
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K K

場 所

名 称

日 本 総 合 技 術 開 発 株 式 会 社

縮尺作成年月 平成３０年９月

件 名 飯島雨水調整池 地質調査業務委託

縦1：2 0 0 横1：3 0 0

K

０．３１

１

０．３４

１

０．７２

１

０．４８

１

０． ４２

１

０ ．５７

１

１

０．４２

１

０．４ ９

１

０．４０

１

０．６７

１

０． ５３

１

０．３４

１

．５８
８

．４６
８

．４０
８ ．４９

８

．２８
８

．２２
８

．４０
８

．４７
８

．４５
８

．７０
９

．４６
８

．５５
８

．６０
８

．６７
９

．５８
９

．３２
８

．５４
８

．５６
７

．５２
８

．６９
８

．４８
８

．５８
８

．７２
９

．８１
８

．７０
７

．４９
８

．６４
９

．９９
９

．５０
９

．９４
８

．９９
８

．９１
８

．０６
９

０．２２

１

道計測
水

＝
４
０

０
Ｌ

． ６５
８

．８０
９

０．２２

１

．２４
９

．７０
８

ｓ
Ａ

示
板

掲

Ｂ Ｍ ．１

Ｋ

．７３
９

．９６
８

０．５９

１

．７３
９

．７２
９

．８２
９

．９１
９

．９１
９．８２

９

．９１
９

．９５
９

．９５
９

．８４
９．８５

９

．８２
９

０．０４

１

．７５
９

．６６
９

．８０
９

．７４
９

．９５
９．８３

９

．８１
９

．７３
９

．７３
９

．８２
９

．７１
９

．７１
９

．８１
９

．７２
９

．７７
９

．７７
９

．７３
９

．７６
９

．７９
９

０．１３

１

２．６４

１

０．１３

１

０．０７

１

２．２９

１

１．２９

１

．８０
９

- L
A

０．０９

１

．８６
９

１．５１

１

１．３２

１

．８４
９

０．０７

１

- R
A

込
柱

引

０．０４

１

．８０
９

０．１０

１

- R
B

２１

２．５８

１

- L
B

２．４１

１

０．１０

１

０．０６

１

．８３
９

０．０１

１

．８２
９

．９５
９

１．６２

１

１．８０

１

１．５２

１

１．３８

１

１．８１

１

２．１１

１

１．４２

１

１．３１

１

１．４５

１

１．６０

１

１．６５

１

１．５５

１

１．８６

１

１．８６

１

１．６７

１

１．５１

１

１．６２

１

１．６８

１

１．４５

１

０．３２

１

１．９３

１

１．４７

１

１．６０

１

２．０４

１

１．６４

１

ス
ト

ポ

＝
４

Ｌ

１．３３

１

１．５８

１
１．３９

１

１．４３

１

１．２７

１

１．１８

１

０．０４

１

．９６
９

．２３
９

．７５
９

１．２８

１

．７８６

９

．７９
９

．６１
９

０．０２

１

．７５
９

．７７
９

1 . 3 8 6

1
１．０５

１

1 . 4 1 5

1

．８５
９

0 . 8 9 2

1

．７４
９

0 . 0 9 0

1

．７７
９

．９３
９

1 . 7 2 6

1

1 . 6 7 0

1

．８１
９

．８６
９

．９７
９

０．０５

１

．８０
９

０．０６

１

．８５
９

０．２７６

１

．８４
９

．７３
９

．８５
９

．９５
９．８６

９

．９２
９

．８１
９

０．２０７

１

．８６
９

．９０
９

０．０５

１．９８
９

０．１０

１

．７９
９

．９６８

９

．８０
９

．８８
９

．９３
９

．８８
９

. 5 8 1
8 . 1 9 8

9

0 . 0 5 3

1

. 8 7 3
9

. 7 7 6
9

. 8 1 8
9

. 4 6 4
8

. 7 5 7
9

. 4 1 0
8

. 3 0 8
9

. 9 7 1
8

0 . 0 7 4

1

. 5 3 1
8

. 7 3 2
8

. 4 7 8
8

．８５
９

. 8 0 1
9

. 8 1 9
9

. 8 3 2
9

. 9 1 1
8

. 9 2 5
9

．７８
９

．４０
８

．５９
９

０．０８

１

．２６
９

．８６
８

．４５
８

１．６３

１

．６４
９

０．４８

１

．５５
８

．５７
９

．７０
８

０．０３

１

．５６
９

．８８
９ ．９４

９

１．２９

１

．５６
９

．４７
９ ．６２

９

．８２
９

．２４
９

．９９
９

．４１
９

．５４
８

．６７
８

．１４
９

．２６
９

．５４
９

．７２
９

．７３
９

．２７
８

０．０２

１

．８０
８

．９４
８

０．７７

１

１．１３

１

．９９
９

．０２
９

．７７
９

０．１８

１

１．５７

１

１．２９

１

１．１２

１

１．３４

１

．７６
９

．６３
９

．１２
９

０．９１

１

１．１７

１

．７０
９

．７１
９

１．２５

１

１．１５

１

．９５
９

．００
９

１．０４

１
１．０２

１

０．６６

１

．６１
９

１．０８

１

．８０
８

．９０
８

１．３０

１

１１
０．９１

１

０．９８

１

．８８
９

０．８２

１

１．１７

１

２．４９

１

０．９４

１

１．２７

１
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- 2 4
T

- 2 7
T
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T

- 1 7
T

- 2 6
T

- 2 0
T

- 1 8
T
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T
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T
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T
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T

- 3 2
T
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T
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T
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T
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T
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T
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T
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- 6T
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T
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水
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水

Ｋ
Ｙ
Ｏ
Ｅ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
Ｔ

ｓ
Ａ
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物
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所
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ｏ
Ｃ

込
柱

引

水
工
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柱

引

車
場

駐

洗
場

手

ｏ
Ｃ

込
柱

引

た
ち
川
ハ
ウ
ス

い

防
電

量
計

流

ｓ
Ａ

ｓ
Ａ

ｓ
Ａ

車
場

車
場

駐

ｓ
Ａ

- 3 0
T

B - 0
A

久
保
4 7 3

滝

久
保

滝

ｓ
Ａ

車
場

駐

嶋
ハ
イ
ツ

飯

線
柱

支

電
施
設

変

ｓ
Ａ

久
保
4 6 2

滝

沼
支
1 8 甲

長 久
保

4 6 0

滝

止
車

止
車

リ
ー
エ
フ

ス

菱
電
機

( 株
)

三

ン
ク

タ

転
車
置
場

自

電
施
設

変

板
看

止
車

久
保
4 6 1

滝

Ｐ
ガ
ス

Ｌ

き
地

空

ｓ
Ａ

立
5 1 5

田

ケ
ル
化
粧
品

立
5 1 6

田

車
場

駐

車
場

駐

立
5 1 8

田

込
柱

引

転
車
置

自

ラ
ウ
ン
ド

グ

ｓ
Ａ

立
5 1 4

田

気
弁

空

０．５２

１

． ７８
９

０．７
１ ０ ．５４

１

．３４
９

０．３ ３

１

０．００

１

．４０
９

０．５９

１

．５６
９

０
．

２
８

１

０．６ ０

１

０．６０

１

０
．
２

８
１

．７０
９

０．４０

１

．９５
９

０． ５１

１

．６８
９

０．３６

１

．９０
９

．９９
９

０．８９
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４－５  室内試験結果  
４－５－１  室内土質試験結果  

 今回の調査では、 No.2 及び No.3 のボーリング位置にてシンウォール・

デニソン・トリプルサンプリングにより「乱れの少ない試料」を 8 試料採

取し、室内土質試験 (物理試験・力学試験 )を実施した。また No.1～ No.3 の

標準貫入試験試料を利用して 14 試料の物理試験を実施した。  

採取した試料の、室内土質試験実施深度及び項目は表 4－ 5－ 1 及び表 4
－ 5－ 2 に示す通りである。  

 

表４－５－１ サンプリング(乱れの少ない試料)採取箇所別の室内試験実施項目 

試料 
番号 

採取深度(GL－m) 
試験深度(GL－m) 土質 土粒子 

の密度 含水比 
粒度 液性 

塑性 
限界 

湿潤

密度 

三軸 
フルイ 
+沈降 UU CD 

No.2 D-1 2.00～2.50 盛土・粘性土 ○ ○ ○ ○ ○ ○ － 
No.2 T-1 4.00～4.80 腐植土 ○ ○ ○ ○ ○ ○ － 
No.2 T-2 7.70～8.50 シルト ○ ○ ○ ○ ○ ○ － 
No.2 T-3 14.70～15.50 シルト ○ ○ ○ ○ ○ ○ － 
No.2 S-1 19.40～20.00 シルト質細砂 ○ ○ ○ － ○ － ○ 
No.3 T-1 4.70～5.35 腐植土 ○ ○ ○ ○ ○ ○ － 
No.3 T-2 10.70～11.50 シルト ○ ○ ○ ○ ○ ○ － 
No.3 T-3 16.70～17.50 砂混りシルト ○ ○ ○ ○ ○ ○ － 
実施合計 － － 8 8 8 7 8 7 1 

 

表 ４ － ５ － ２  標 準 貫 入 試 験 試 料 採 取 箇所別の室 内 試 験 実 施 項 目  

試料 
番号 

採取深度( 
試験深度 
(GL－m) 

土 質 土粒子 
の密度 含水比 

粒度 液性 
塑性 
限界 

フルイ 
+沈降 

No.1 P-1 3.15～3.45 有機質シルト ○ ○ ○ ○ 
No.1 P-2 5.15～5.45 腐植土 ○ ○ ○ ○ 
No.1 P-3 7.15～7.60 シルト ○ ○ ○ ○ 
No.1 P-4 10.15～10.45 シルト ○ ○ ○ ○ 
No.1 P-5 13.15～13.50 シルト ○ ○ ○ ○ 
No.1 P-6 15.15～15.50 砂混りシルト ○ ○ ○ ○ 
No.1 P-7 17.15～17.45 砂質シルト ○ ○ ○ ○ 
No.1 P-8 19.15～19.45 シルト混り細砂 ○ ○ ○ － 
No.2 P-1 10.15～10.50 シルト ○ ○ ○ ○ 
No.2 P-2 13.15～13.50 シルト ○ ○ ○ ○ 
No.3 P-1 2.15～2.45 盛土・粘性土 ○ ○ ○ ○ 
No.3 P-2 8.15～8.55 シルト ○ ○ ○ ○ 
No.3 P-3 15.15～15.45 シルト ○ ○ ○ ○ 
No.3 P-4 20.15～20.45 細 砂 ○ ○ ○ － 
実施合計 － － 14 14 14 12 

試験結果は、巻末の室内土質試験結果一覧表及びデータシートに示す。

また表 4－ 5－ 3 に室内土質試験結果を一覧表に示し、図 4－ 5－ 1～図 4－ 5

－ 3 に土性図を示す。以下その結果について記述する。  
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表４－５－３ 室内土質試験結果一覧表  
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４－６ 土砂検定試験結果 

 予定される飯島雨水調整池建設に伴う掘削工事で発生する残土処理のため、今回

の調査では土砂検定試験を１検体実施した。土砂検定分析結果証明書及び計量証明

書は巻末に示す。  

 土砂検定試験は、５箇所 (５地点 )で試料を採取し、５地点の試料を混合した１検

体で室内試験を行った。  

 ５地点混合法は、１地点において表層(GL－0.05m 程度)及び下層(GL－0.50m 程

度)等、浅い深度より試料を採取する場合が多いが、今回は雨水調整池の掘削が GL

－12m 程度と深いため、５地点の内３地点はボーリング孔より試料を採取した。  

ボーリング孔における試料採取はシンウォールサンプリングにより行った。  

５地点の試料採取深度を下記に示す。  

  No.1(ボーリング孔にて採取)試料採取深度 GL－11.7m～12.0m、シルト  

  No.2(ボーリング孔にて採取)試料採取深度 GL－3.7m～4.0m、腐植土  

  No.3(ボーリング孔にて採取)試料採取深度 GL－7.7m～8.0m、シルト  

  No.4(人力採取)試料採取深度 GL－0.50m～0.70m、盛土  

  No.5(人力採取)試料採取深度 GL－0.05m～0.25m、盛土  

土砂検定試験結果を表 4－6－1 に示す。  
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  表４－６－１ 土砂検定室内分析結果及び基準値 横浜鈴繁埠頭  

 

項
目 
番
号 

分析項目 単位 測定値 基準値 計量方法 

溶
出
量
試
験 

1 カドミウム 

検液 
mg/l 

0.001 未満 0.01 以下 JIS K 0102 55 

2 全シアン 不検出(0.1未満) 不検出 JIS K 0102 38 
(38.1.1の方法を除く) 

3 有機リン 不検出(0.1未満) 不検出 
昭49.9環告第64号付表1 

JIS K 0102 31.1のガスクロマトグラフ法 
以外のもの 

4 鉛 0.005 未満 0.01 以下 JIS K 0102 54 
5 六価クロム 0.02 未満 0.05 以下 JIS K 0102 65.2 
6 砒素 0.002 0.01 以下 JIS K 0102 61 
7 総水銀 0.0005 未満 0.0005 以下 昭46.12環告第59号付表1 

8 アルキル水銀 不検出 
(0.0005 未満) 不検出 昭46.12環告第59号付表2 

昭49.9環告第64号付表3 

9 PCB 不検出 
(0.0005 未満) 不検出 昭46.12環告第59号付表3 

10 ジクロロメタン 0.002 未満 0.02 以下 JIS K 0125 5.1、 5.2、 5.3.2 

11 四塩化炭素 0.0002 未満 0.002 以下 JIS K 0125 5.1、 5.2、 5.3.１、 
5.4.1、5.5 

12 クロロエチレン 0.0002 未満 0.002 以下 平成9.3環告第10号付表 

13 1.2－ジクロロエタン 0.0004 未満 0.004 以下 JIS K 0125 5.1、 5.2、 5.3.１、 
5.3.2 

14 1.1－ジクロロエチレン 0.002 未満 0.1 以下 JIS K 0125 5.1、 5.2、 5.3.2 
15 シス－1.2－ジクロロエチレン 0.004 未満 0.04 以下 JIS K 0125 5.1、 5.2、 5.3.2 

16 1.1.1－トリクロロエタン 0.0005 未満 1 以下 JIS K 0125 5.1、 5.2、 5.3.１、 
5.4.1、5.5 

17 1.1.2－トリクロロエタン 0.0006 未満 0.006 以下 JIS K 0125 5.1、 5.2、 5.3.１、 
5.4.1、5.5 

18 トリクロロエチレン 0.0005 未満 0.03 以下 JIS K 0125 5.1、 5.2、 5.3.１  
5.4.1、5.5 

19 テトラクロロエチレン 0.0005 未満 0.01 以下 JIS K 0125 5.1、 5.2、 5.3.１  
5.4.1、5.5 

20 1.3－ジクロロプロペン 0.0002 未満 0.002 以下 JIS K 0125 5.1、 5.2、 5.3.１  
21 チウラム 0.0006 未満 0.006 以下 昭46.12環告第59号付表4 

22 シマジン 0.0003 未満 0.003 以下 昭46.12環告第59号付表5第1、 
第2 

23 チオベンカルブ 0.002 未満 0.02 以下 昭46.12環告第59号付表5第1、 
第2 

24 ベンゼン 0.001 未満 0.01 以下 JIS K 0125 5.1、 5.2、 5.3.2 
25 セレン 0.001 未満 0.01 以下 JIS K 0102 67.2、67.3、67.4 

26 ふッ素 0.4 0.8 以下 
JIS K 0102 34.1、 

34.1c(注(6)第3文を除く) 
昭46.12環告第59号付表6 

27 ほう素 0.2 未満 1 以下 JIS K 0102 47.1、47.3、47.4 
28 1.4－ジオキサン 0.005 未満 0.05 以下 昭46.12環告第59号付表7 

含有量 
試験 

1 銅（農用地） 検体 
mg/kg 

1 未満 125 未満 昭47.10総令66号 
2 砒素（農用地） 0.3 15 未満 昭50.4総令31号 

その他 － 水素イオン濃度 pH 8.1 5.8以上8.6以下 JIS K 0102 12.1 
 

 
 試験結果より、溶出量 28 項目、含有量 2 項目、水素イオン濃度の全 31 項目にお 

いて、基準値未満または不検出との結果が得られ、問題ないことが判明した。  
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調　査　名　 ：飯島雨水調整池　地質調査業務委託

ボーリング名：No.2 板たたき法

層番号 層厚(m) 土質区分 記号 平均N値 Vs'(N値から)
(Km/s)

Vs'(N値から)
(Km/s)

Vp(測定値)
(Km/s)

Vs(測定値)
(Km/s)

密度
(g/cm3)

ポアソン比 剛性率Gd
(MN/m2)

ヤング率Ed
(MN/m2)

1 0.00 ～ 2.80 2.80 盛土(粘性土/砂質土) B 8.0 0.182 0.200 0.751 0.168 1.88 0.474 53 156

2 2.80 ～ 6.70 3.90 有機質シルト/腐植土 Ap 1.3 0.098 - 1.522 0.108 1.09 0.497 13 38

3 6.70 ～ 15.80 9.10 シルト Ac1 0.7 0.080 0.089 1.519 0.110 1.56 0.497 19 57

4 15.80 ～ 19.40 3.60 砂質シルト/砂混じりシルト Ac2 5.8 0.164 0.180 1.536 0.166 1.63 0.494 45 134

5 19.40 ～ 20.85 1.45 シルト質細砂 上部As 10.0 0.197 0.172 1.539 0.234 1.82 0.488 100 297

6 20.85 ～ 23.90 3.05 細砂 下部As 29.3 0.284 0.246 1.610 0.312 1.94 0.480 189 559

7 23.90 ～ 27.00 3.10 砂質泥岩 KO 147.3 0.493 - 1.812 0.507 1.86 0.458 478 1394

Vs'(参考値)を算出した計算式は以下の通り

*物理探査学会(1999)物理探査ハンドブックより

*道路橋示方書より

深度(GL-m)

Vs'=89.8N0.341

粘性土層100N1/3

砂質土層80N1/3
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